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午前１０時００分 開議

○議長（堀 光雄君） おはようございま

す。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第２号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 議案第４３号

○議長（堀 光雄君） 日程第１ 議案第４

３号令和４年度三沢市一般会計補正予算（第

３号）を議題とします。

この議案は、昨日、当局より追加議案とし

て提出されたものです。

─────────────────

◎日程第２ 提案理由の説明

○議長（堀 光雄君） 日程第２ 提案理由

の説明を願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

本日、追加上程されました議案の概要につ

いて御説明申し上げます。

議案第４３号令和４年度三沢市一般会計補

正予算（第３号）は、低所得の子育て世帯に

対する生活支援特別給付金の給付に要する経

費が緊要となったことによる補正でありま

す。

この結果、補正総額は歳入歳出ともに６,

５８０万円の増額補正で、既定額との累計で

は２６４億５,１４０万円となったところで

あります。

以上、提案をいたしました議案について、

その概要を御説明申し上げましたが、詳細に

つきましては、後ほど議案審議の際に本職並

びに関係部長等から御説明を申し上げたいと

存じます。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決

承りますようお願いを申し上げます。

─────────────────

◎日程第３ 市政に対する一般質問

○議長（堀 光雄君） 日程第３ 市政に対

する一般質問を行います。

久保田隆二議員の登壇を願います。

久保田議員。

○２番（久保田隆二君） おはようございま

す。２番、市民クラブの久保田隆二です。

通告に従いまして、一般質問をさせていた

だきます。

急激に変化する社会情勢の中で、地方自治

体においても時代に合った政策立案が求めら

れます。その際に、まずは財政状況を知り、

事業分野ごとの予算をどの立場においてもマ

クロ・ミクロな視点から捉えることが求めら

れると考え、当市における財政状況の発信・

分析について次のとおり質問いたします。

まず一つ目として、財政状況の発信につい

てです。

財政状況というものは、どうしても分から

ないと多くの市民の方から敬遠されてしまい

ます。理解しなければいけない範囲がとても

広く、時間が限られる中で全ての情報を正確

に把握することは難しいことであると考えて

います。

ですが、財政は難しいので理解しなくてい

いのかといえばそうではなく、どのような分

野にどれぐらいの予算が使われているかとい

うことは、どの立場においても理解するべき

内容と考えており、三沢市の財政状況を自分

ごととして捉える方が増えることによって、

より質の高い政策づくりの環境を満たせると

考えています。ですので、限られた時間の中

で、抵抗感なく、分かりやすく財政を知って

もらう取組が求められます。

ここで、ほかの自治体の事例を紹介いたし

ます。

伊達市では、予算が１万円だったらという

テーマで、歳出科目の合計が１万円となるよ

う、抵抗感のない数字で予算を示していま

す。また、岐阜市では、市民１人当たりの予

算というテーマで、歳出予算を市民１人当た

りに置き換えて公表しており、ホームページ

でグラフを用いて理解しやすいページを作成
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しています。

これらのように、市民の皆様が理解しやす

い情報を発信することが必要であると考えて

いますが、三沢市では財政状況をどのように

発信しているのか、また、どのように工夫を

して発信しているのかということについて質

問をいたします。

次に、二つ目としてデジタル予算書につい

てです。

先ほどは、財政状況の発信でしたけれど

も、こちらの項目では財政状況の分析につい

て質問をいたします。

昨今のＩＣＴ化のキーワードといえばペー

パーレス化でありまして、紙を使わずにタブ

レットやノートパソコンなどで資料を閲覧す

ることが一つのトレンドであります。今まで

の会議では、紙の資料で打合せをしていたわ

けですけれども、タブレットやノートパソコ

ンなどが導入されることによって、資料をＰ

ＤＦ化、電子化したものをタブレットやノー

トパソコン上で閲覧することができます。そ

れによって、紙の印刷代のコストをカットす

ることができます。

ここで私が何を主張したいかといいます

と、タブレットやノートパソコンを持ち歩く

メリットは、このペーパーレス化だけではな

く、システムやアプリを導入して利便性が向

上できるという点もあります。

これからのＩＣＴの時代になりますと、職

員も１人１台タブレットを持つ時代が来るか

もしれませんし、既に小中学生はタブレット

を持っています。このタブレットやノートパ

ソコンを利用する際、まずは取っかかりとし

て、紙を使わないというペーパーレス化があ

り、その次にやはりパソコンですので、シス

テムやアプリを動かす、使っていく、システ

ム、アプリ活用が挙げられます。

このシステムやアプリというのはどういう

イメージなのかということですが、例えるの

であれば、三沢市のホームページが分かりや

すいのではないかと思います。ウェブサイト

上で閲覧できる三沢市のホームページは、市

民の皆様が知りたい情報を瞬時に調べたり、

分かりやすく理解できるように、上段にはメ

ニューが並び、中段にはボタンやバナー、下

段にはお知らせなどが並んでおり、それらを

クリックすることによって、さらに詳細な情

報に素早くアクセスすることができます。で

すので、三沢市のホームページは、一つのシ

ステム、アプリと言えまして、市民の皆様が

より早く自分が知りたい情報にアクセスがで

きて、かつ分かりやすく情報を知ることがで

きるようシステム設計されています。

それで、例えば三沢市のホームページ、シ

ステム、アプリのようなものが、明日から急

になくなって、その代わりに三沢市の行政情

報が記載されている３００ページぐらいのタ

ウンページのようなＰＤＦ資料や紙資料を

作って配布しますとなった場合、市民の方は

その３００ページの情報の中から自分に必要

な情報を抜き出したり調べたりする必要があ

りますので、物すごく大変になると思いま

す。そのため、三沢市では、市民の方が使い

やすくなるように、行政情報をホームページ

という一つのシステム、アプリにして、運用

していると言えます。

全ての紙やＰＤＦなどをシステム、アプリ

にするべきかといいますと、そこは費用対効

果などをしっかりと検討する必要がありま

す。

本題に入りますけれども、予算書を確認す

る際に、ＰＤＦ資料ではなくデジタルの予算

書システム、アプリを導入することで、より

使いやすくなると考えており、財政状況の分

析に役立つと考えています。

現状では、予算書に記載されている各事業

の詳細を知りたいときに、三沢市のホーム

ページのようにクリックすると詳細が見られ

るようには当然なっていないわけで、別の資

料を確認しなければいけなかったり、役所の

方に問合せをする必要があります。そうした

際に、予算書も三沢市ホームページのように

システム化されていれば、様々な詳細情報を

瞬時に閲覧することができ、調べる手間が大
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きく省けると考えています。

実際に、柏崎市では、既にデジタル予算書

が導入され、議会だけではなく、インター

ネットを通じて市民の方も閲覧可能となって

おります。三沢市でもデジタル予算書などの

システムを活用することが必要なのではない

かと考えていますが、当市の御見解をお伺い

します。

以上で、私の一般質問を終了いたします。

御答弁、よろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） ただいまの久保田隆

二議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの久保田

議員の御質問の行政問題、当市における財政

状況の発信・分析についての第１点目、財政

状況の発信については私から、そのほかにつ

きましては財務部長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと存じます。

地方公共団体の財政運営については、市民

の理解、協力を得ながら財政の健全化を図っ

ていくことが求められており、財政状況を正

確により分かりやすく公表していくことが重

要となっております。

当市におきましては、これまで広報誌や市

のウェブサイトにより、予算情報を集約した

予算概要書やグラフを活用した予算の執行状

況など、見やすく分かりやすい財政状況の公

表に努めてまいりました。また、決算におけ

る財政指標などの増減分析や他団体との比較

分析を図示し、財政運営上の課題改善に向け

た取組などについても公表をしてきたところ

であります。

急激に変化する社会情勢の中、財政状況の

発信はより重要なものとなってきており、今

後におきましても、正確かつ市民が理解しや

すい情報の発信に取り組んでまいりたいと考

えております。

私からは、以上であります。

○議長（堀 光雄君） 財務部長。

○財務部長（高橋徳孝君） 行政問題の当市

における財政状況の発信・分析についての第

２点目、デジタル予算書についてお答えいた

します。

デジタル予算書は、新潟県柏崎市が令和３

年より本格運用しており、予算科目別の予算

情報や事業の詳細及び財源情報をタブレット

などで確認することができ、また、予算にひ

もづく決算のほか、事業の進捗、評価、報告

までの情報が体系的に結びつけられ、予算関

連情報が画面上で閲覧できるものとなってお

ります。

当市は、これまで予算情報を集約した予算

概要書を作成し、情報の提供に努めてきたと

ころでありますが、事業の内容や実績などの

詳細な情報については、複数の別冊資料を参

照しなければならず、デジタル予算のように

次々と情報を検索することができないのが現

状となっております。

このようなことから、これから行政がデジ

タル化を推進していく中で、一つのシステム

で予算関連情報を検索することができるデジ

タル予算書の導入については、詳細な情報を

取得する上で利便性の向上が図られる有効な

方法の一つとして考えております。

今後におきましては、他自治体の状況やそ

の内容を調査・研究し、より分かりやすい詳

細な予算情報が提供できるよう、デジタル予

算書などのシステム導入の必要も含め、検討

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 久保田議員。

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、ありがとうございました。

１番目の財政状況の発信については、再質

問はございません。こちらは、そうですね、

これからまた財政状況の発信を工夫して、そ

して理解しやすい財政状況の発信に努めてい

ただければと思います。

二つ目のデジタル予算書について再質問を

行います。

先ほどの答弁の中でも少しあったと思うの

ですけれども、やはり、今、デジタル予算書
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を作るに当たって、いろいろなデータを集め

てこなければいけないというふうになってい

るのですけれども、現状、そういった情報と

いうのは、庁内のシステムの中にあるので

しょうか。

例えば、私とかは紙の予算書しか見たこと

がないので、実際、どういうシステムにどう

いうデータが入っているみたいなのが、それ

が庁内のシステムに格納されていると思うの

ですけれども、何か一つのシステムではなく

て、結構ばらばらなシステムの中に入ってい

るイメージなのでしょうか。そこについて再

質問させていただきます。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

財務部長。

○財務部長（高橋徳孝君） 再質問にお答え

いたします。

システム化を図る上でデータを集めないと

いけない。ただし、そのデータは、現在どう

いう形で保存されているかという質問かと思

います。

そちらにつきましては、全てのデータにつ

いて把握しているわけではございませんが、

現在のところ、行政事務を行っているシステ

ムとして、ＳｙｎｅｒＧという各課で情報を

共有するシステムがございます。そちらの中

に、ＰＤＦを基本として様々な計画書や統計

データ等々も含めて情報が保管されていると

ころでございます。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 久保田議員。

○２番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、ありがとうございました。

２番について再々質問を行わせていただく

のですけれども、もし分かったらでいいので

すけれども、今、国のほうでシステムの標準

化を進められているではないですか。そう

いった、その標準化を進めたときに、そうい

う今言われたようなシステムが標準化対象に

入って、もしかしたらリプレース対象とかに

影響が出る、出そうかどうかみたいなところ

について再々質問を行わせていただきます。

○議長（堀 光雄君） 財務部長。

○財務部長（高橋徳孝君） 再々質問にお答

えいたします。

現在、国が進めているガバメントクラウド

ということですね。その標準システムの中

に、現在、市が抱えているデータシステムを

取り込むような動きがあるかという御質問だ

と思います。

現在、私どもの担当する部署では、そのよ

うな情報は現在のところ把握しておりません

が、現在、当市におきましてデジタル化を推

進する新たな担当課ができておりますので、

そちらのほうからの情報を確認したいと思っ

ております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、久保田隆二

議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

奥本菜保巳議員の登壇を願います。

奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） おはようございま

す。日本共産党奥本菜保巳でございます。

一般質問に入ります。

経済問題、行政問題、平和問題について、

通告順に質問させていただきます。

それでは、第１の質問、経済問題の物価高

騰対策について質問いたします。

長引くコロナ禍により経済的打撃を受けて

いる中、さらに原油高騰、物価の高騰が追い

討ちをかけ、住民の暮らしと営業に深刻な影

響を与えています。特に、様々な世界情勢の

変化による影響や円安などで、あらゆる品目

の物価が日を追うごとに引き上げられていま

す。しかし、給料は上がらない。年金は引き

下げられ、悪いインフレが起こっていると言

われております。

こうした状況を踏まえ、国によるコロナ禍

における原油価格・物価高騰対応分として、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金の拡充分が地方自治体に配分されるこ

とになっています。そこで、当市の対応策に

ついて伺います。
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１点目として、子育て世帯への支援策とし

て、学校給食費への保護者の負担軽減を図る

ことについて伺います。

まず、給食の食材の値上げが今後さらに続

くことが予想される中で、全国的に給食費の

値上げに踏み切らざるを得ない自治体が出て

きています。また、値上げせず、より安価な

食材に変えてメニューを工夫し、給食費の据

置きに努力している自治体もあるそうです。

そうしたことを受けて、国では、４月２６

日に発表した総合緊急対策において、学校給

食費の負担軽減策に向けた自治体の取組を支

援する方針を盛り込んでいます。急激な値上

げラッシュに苦しむ子育て世帯への支援策と

して有効活用すべきと思いますが、当市の取

組について伺います。

２点目として、生活困窮者、低所得者への

物価高騰への支援策について伺います。

当市では、経済対策としてプレミアム付商

品券の発行事業があります。当該事業は、プ

レミアム付商品券の購入者にとっては、物価

高騰への支援にもつながり、経済波及効果は

ありますが、一方で、少ない年金やアルバイ

トなど低賃金で働く方々にとっては、２万

円、３万円を捻出できない層もあります。

そこで当市は、前回、低所得者向けに生活

支援クーポン券の配付や福祉灯油１万円を支

給してきました。今回も、当該交付金の拡充

分の補助対象の項目に盛り込まれておりま

す。当市における生活支援策はどのようにさ

れるのか伺います。

次に、３点目として、燃料費高騰対策とし

て、省エネ機器・機材への買換えに対する補

助金の支給について伺います。

原油価格の高騰に伴い、コロナ禍の中で昨

年からガソリンや灯油の値上げに苦しんでき

ました。さらには、食料品や生活必需品、電

気、ガス料金などの値上げが続いています。

市民の皆さんも、生活費等の切り詰めに苦労

しているのではないでしょうか。

節約の方法としては、省エネタイプの機器

に買い換えることも一つの方策と言えます。

古い家電は、消費電力が高いというお話を伺

いました。そこで、節電効果が高い省エネタ

イプのエアコンや冷蔵庫、また、ＬＥＤ電球

などの買換えに補助金を支給してはどうで

しょうか。

長野県佐久市では、冷蔵庫の買換えに３万

円、ＬＥＤ電球への買換えには上限５,００

０円を補助しています。富山市では、定置型

の蓄電池、ペレットストーブ、家庭用燃料電

池の購入に５万円を補助。東京では、ゼロエ

ミポイントとして、電化製品買換えに上限２

万円のポイントをつけて商品券として使える

という事業を行っています。当市としても、

参考に実施してはどうでしょうか。見解を伺

います。

次に、物価高騰対策の４点目として、燃

料、飼料、肥料、資材などの値上げで経営に

打撃を受ける事業者への支援策について伺い

ます。

今回の当該交付金拡充分で、可能な事業者

支援に関する事業内容を次に述べたいと思い

ます。

国のメニューの中に、事業者への燃料費高

騰の負担軽減のための事業、電気・ガス料金

を含む公共料金補助、仕入れ価格上昇等によ

り収益が減少した事業者に対する経営支援、

テナントに対する家賃などの固定費支援、中

小企業等の資金調達コストの低減、再生可能

エネルギーの導入に向けた支援、漁業者、農

林業者に対する経営支援、漁業者、施設園芸

農家、木材加工事業者の省エネ機器の導入支

援、バス、タクシー、航空など地域公共交通

への経営支援、地域の物流の維持に向けた経

営支援、宿泊・旅行・観光産業などへの経営

支援、飲食業、理美容業、クリーニング業、

ホテル・旅館業などへの経営支援。以上、非

常に広範囲にわたる支援項目になっておりま

す。

そこで、当市として、独自策も含め、どの

ように対応されるのか伺いたいと思います。

次に、第２の質問、行政問題の再任用制度

の在り方について質問いたします。
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今般、地方公務員法の一部を改正する法律

が令和３年６月１１日に公布され、令和５年

４月１日から施行されます。これを受け、国

から、条例改正についてはできるだけ早期に

議案を上程することが望ましいとの忠告もあ

ります。

そこで、定年引上げに伴う再任用の制度設

計に当たって、次の３点について伺います。

１点目として、６５歳までの再任用制度導

入について伺います。

再任用制度については、現行制度において

も、国・県は本人の希望に合わせて６５歳ま

で働くことができることになっています。ま

た、県内においても、十和田市、五所川原市

で同様に行っていると伺いました。しかし、

当市の運用では、一部年金が支給される年度

までとされ、これまで６２歳、６３時、６４

歳で満了とされ、６５歳まで再任用職員とし

て働くことはできませんでした。

今般、国では、国家公務員の定年引上げに

伴い、地方公務員の定年も６５歳まで段階的

に２年に１歳ずつ引き上げるよう条例改正を

求めております。

そこで、今回の条例改正を機に、働く意欲

のある現在の再任用職員を含め、６５歳に引

き上げるべきと思いますが、当市の見解を伺

います。

次に、２点目として、給与体系や処遇改善

について伺います。

今回、質問に当たり、県内９市の実態を調

べてみました。驚いたことに、自治体ごとに

給与や処遇の形態が違いました。十和田市で

は、給与は係長待遇で、管理監という新たな

役職で後継への指導・援助に当たるというも

のでした。

当市では、再任用を機に、これまでの役職

や実績に関係なく、一律主査級の給与と各課

の末席での業務に当たっています。これで

は、これまで培ってきた経験や知識、専門性

を生かすことはできません。よって、給与・

処遇改善が必要だと思います。当市の見解を

伺います。

次に、３点目として、人事配置、組織の在

り方について伺います。

現在、少子高齢化、人口減少、グローバル

化等の環境変化の中で、複雑・高度化する行

政課題が当市においても山積しています。そ

こで、能力と意欲のある高齢期の職員を最大

限活用しつつ、次世代にその知識、技術、経

験を継承しながら、若手と熟練が一丸となっ

て知恵を絞り、困難な行政課題に取り組み、

三沢市の発展、市民サービスの向上のために

力を尽くすべきではないでしょうか。

そのための組織づくりも欠かせません。例

えば、総務部に再任用活用課を配置し、４０

ある各課から行政課題の対応への援助や若手

職員の指導、市民要求実現、地域創生・創出

事業の展開など、能力と経験を生かせる仕事

を新たに創出してはいかがでしょうか。当市

の見解を伺います。

次に、第３の質問、平和問題の非核平和都

市宣言について質問いたします。

平和都市宣言とは、核兵器廃絶や非核３原

則の遵守などを求める内容の自治体宣言や議

会決議を行った自治体であることを示したも

のです。冷戦時代の１９８０年に、イギリス

のマンチェスター市が非核宣言を行ったこと

が始まりで、そこから世界に広がっていきま

した。日本でも、唯一の被爆国として二度と

あの惨禍を繰り返してはならないとの思いか

ら、世界の恒久平和を願い、核兵器の廃絶を

求め広がっていきました。

令和４年５月２２日時点での宣言自治体数

は、全国１,７８８自治体のうち１,６５７自

治体が宣言、９２.７％にも及んでいます。

青森県内では、４０ある自治体のうち３８自

治体が宣言し、１０市では三沢市を除く９市

が宣言をしています。

先般、５月２３日に行われた日米首脳会談

では、岸田首相とバイデン大統領が共に核兵

器のない世界を目指すと一致したと報道され

ました。

世界の動きとしては、国連で２０１７年７

月７日、核兵器禁止条約が１２２か国の賛成
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で採択され、２０２１年１月に核兵器禁止条

約が発効されました。現在、６１の国が批准

しています。

しかし、そんな中で、ロシアによるウクラ

イナ侵攻により、プーチン氏による核兵器の

使用をほのめかす発言が世界を震撼させまし

た。そして、核抑止の議論が持ち上がり、日

本でも拡大抑止、核共有など勇ましい発言が

出てきました。核には核で対抗する、核を

持っていたら攻撃されないといった論調もあ

ります。しかし、持っていれば、間違って使

われてしまう不測の事態に陥る可能性はゼロ

ではありません。

たとえ現実と乖離した理想論だと言われて

も、人類を破滅に追い込む核兵器を世界から

なくすことが、核の脅威から人類を守る唯一

の道であり、それを先導することが唯一の被

爆国である日本の役割ではないでしょうか。

核兵器廃絶の願いを表明する非核平和都市宣

言を三沢市でも行うべきだと思いますが、当

市の見解を伺います。

以上で、壇上からの一般質問を終わりま

す。

○議長（堀 光雄君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員の御質問の平和問題の非核平和都市宣言に

ついては私から、そのほかにつきましては担

当部長からお答えをさせますので、御了承く

ださい。

非核平和都市宣言は、世界の恒久平和を

願って核兵器の廃絶を求める立場を表明・宣

言することと認識しております。

連日のロシアによるウクライナ侵攻の報道

を受け、国内はもとより世界中が心を痛めて

いる中にあって、戦争のない世の中の実現に

向けた国民の関心は非常に高まっており、私

といたしましても世界平和の実現を強く望む

ところであります。

御質問の非核平和都市宣言をする考えはな

いかにつきましては、世界の平和を望む思い

を伝える形は様々あると考えますが、三沢市

民の生命・財産を守る立場として、どのよう

な形で市民の安全・安心な暮らしにつなげて

いくべきか、当該宣言の実効性も含め総合的

に検討したいと考えております。

私からは、以上です。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） 行政問題の再任

用制度についてお答えいたします。

再任用制度は、雇用と年金の接続を図るこ

とにより、６０歳代前半の生活を支えるとと

もに、定年退職等により退職した職員の公務

で培った知識、経験を公務の場で活用してい

くために設けられた制度で、当市におきまし

ても、地方公務員法の規定に基づき、職員の

再任用に関する条例及び三沢市再任用職員事

務取扱要綱等を制定し、運用しているところ

であります。

御質問の第１点目、再任用職員の任期を６

５歳までとすることにつきましては、当市に

おいても制度上、６５歳に達する年度まで任

期の更新が可能となっておりますが、人事管

理上、公的年金の受給開始年齢に達した年度

までの運用としているところであります。し

かしながら、地方公務員法の改正により、令

和５年４月１日から地方公務員の定年年齢が

段階的に引き上げられることから、この定年

引上げと併せて再任用制度の見直しも検討し

てまいりたいと考えております。

次に、御質問の第２点目、再任用職員の給

与体系や処遇改善についてお答えいたしま

す。

当市の再任用職員の職務は、原則として主

査級の職務としており、給与につきまして

は、給料表の２級を適用しております。ま

た、配置先や勤務形態につきましては、再任

用希望者から提出される再任用職員選考申出

書を可能な限り尊重しつつも、従前の勤務実

績や健康状態のほか、知識、経験、常勤職員

の配置状況等を総合的に勘案して決定してい

るところであり、希望する配置先や勤務時間



- 15 -

等と異なる場合もございます。

御質問の再任用職員の給与体系や処遇改善

につきましては、人件費の増にもつながるこ

とから、持続可能な財政運営を重視しつつ、

職員の定年引上げと併せて検討してまいりた

いと考えております。

次に、御質問の第３点目、能力と意欲のあ

る高齢期職員を最大限に活用するための人事

配置や組織の在り方についてお答えいたしま

す。

職員の人事配置につきましては、その時々

の行政課題に的確に対応できるよう、人事担

当部署において各部署からの情報収集に努め

るとともに、部長等で組織する三沢市組織等

検討委員会において、組織、事務分掌及び人

員配置等について総合的に検討しているとこ

ろであります。

今後、高齢期職員の割合が相対的に高まる

中、高齢期職員がその多様な知識や経験を公

務の場で積極的に発揮できるような環境を整

えることが、市民サービスの向上につながる

ものと考えております。

また、御提案がありました複雑・高度化す

る行政課題への対応に高齢期職員の知識、技

術、経験を活用する新たな部署の設置などに

つきましては、県や他自治体での再任用職員

の活用手法を含め、その効果等を調査・研究

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 経済問題の

第３点目、省エネ機材等への買換えに対する

補助金の支給についてお答えいたします。

現在、原油価格及び物価の高騰による電気

料金の値上げが続き、その負担増が市民生活

に影響を与えており、この機会に古い家電等

を電力消費量の少ない新しい家電等に買換え

を希望する市民もいらっしゃるものと考えて

おります。

御質問の省エネ機材の買換えに対する補助

金の支給につきましては、７月１日から販売

いたします生活応援プレミアム券により、家

電等の買換えに対応が可能となるよう家電販

売店等の参加について取り組んでまいります

ので、生活応援プレミアム券を御活用いただ

きたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 経済問題の

物価高騰対策についての第２点目、生活困窮

者、低所得者に対する支援についてお答えい

たします。

国の経済対策として地方公共団体に交付さ

れる地方創生臨時交付金については、コロナ

禍における原油価格や物価の高騰に直面する

生活者や事業者に対し、自治体が地域の実情

に応じて支援する事業に活用できる交付金で

あります。

生活困窮者への支援事業といたしまして

は、昨年度、住民税非課税世帯を対象に、生

活応援クーポン券３,０００円分の引換はが

きを発行し、約３,５２０世帯に支援したほ

か、灯油購入費助成金１万円を申請のあった

約３,７５０世帯に支給しております。その

ほか、国の経済対策として、住民税非課税世

帯に対する臨時特別給付金１０万円の給付や

生活困窮者自立支援金及び住居確保給付金な

どの特例措置も継続して実施しているところ

であり、そのうち臨時特別給付金１０万円に

つきましては、支給対象の条件を拡大して支

援することが国から示され、早期給付に向け

て準備を進めているところであります。

しかしながら、コロナ禍における原油価格

や物価の高騰などの長期化により、多くの市

民や事業者などが依然として厳しい生活を強

いられている状況にあることも認識しており

ます。

今後におきましても、引き続き市民全体の

状況を精査しながら、関係部局とも協議し、

地方創生臨時交付金などを活用した支援事業

として、灯油購入費の助成などを前向きに検

討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 経済部長。
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○経済部長（吉村聖毅君） 経済問題の第４

点目、燃料費、資材、肥料などの高騰への支

援策についてお答えいたします。

今般の燃料費、資材等の高騰は、幅広い業

種への経営に影響を及ぼしております。特に

農林水産業では、一般企業と異なり、当該高

騰分を価格に転嫁することが難しいため、大

きな影響を受けているとされております。

国では、燃料費への激変緩和事業や配合飼

料安定制度による価格補塡で価格変動の抑制

を図っているものの、２０１５年を１００と

した４月の農業物価指数では、生産資材が１

１３と前年同月を６.９％上回り、比較でき

る２０１５年以降、最高値を更新している状

況であります。

このような中、当市では、まずは物価高騰

により直接影響を受けている市民生活を支援

することを第一と考え、７月１日からはプレ

ミアム率を４０％に引き上げた生活応援プレ

ミアム券事業を実施し、市民及び小売業等の

事業者への支援を行うこととしているほか、

現在は、燃料費高騰の影響を受けているタク

シー業や運転代行業者等に対して経済対策緊

急支援助成金事業を実施しているところであ

ります。

なお、農畜産業においては、生産活動に不

可欠な燃料のほか、肥料、飼料の価格が大幅

に高騰し、経営が圧迫されていることから、

現在、各方面から情報収集を行い、対応を検

討しているところであります。

○議長（堀 光雄君） 教育部長。

○教育部長（立崎裕輔君） 経済問題、物価

高騰対策についての第１点目、給食費値上げ

抑制に交付金を活用し、保護者の負担軽減を

図ることについてお答えいたします。

学校給食センターでは、入札により食材の

納入業者を決定しておりますが、昨年から今

年にかけ、仕入れ値は平均で１割ほど上昇し

ております。

現在、この状況を受け、センターでは限ら

れた予算内で栄養バランス及び質、量とも適

正なレベルを維持確保するべくメニューの改

善に努めております。具体策の一つとして、

小麦の高騰により値上げしているパンや麺類

の提供回数を減らし、三沢産まっしぐらを使

用した米飯の回数を増やすなど、安価であり

ながらも優れた地場産の食材を活用したメ

ニューを増やし、対応しているところであり

ます。

現段階では、昨今の物価上昇に伴う給食費

の値上げは回避するべく、努力をしていると

ころであります。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） それでは、再質問

させていただきたいと思います。

まず、質問順に再質問させていただきたい

と思うのですが、まず物価高騰対策について

の、学校給食の給食費を上げることを抑制す

る保護者負担軽減についてなのですが、国の

地方創生臨時交付金を活用してこの事業、給

食の食材の値上がり分を補塡して、給食費の

引上げ抑制と保護者への負担軽減を行うとい

うことに対して国が支援してくれるわけで

す。

その中で、これを活用しているのが東京都

の文京区など、様々な自治体で努力してい

る、これを活用するということで計画を立て

ているとお聞きしております。また、思い

切ってこの交付金を活用して、給食費の無償

化に向けてこの交付金を活用するという自治

体もあります。

愛知県の津島市では、５月２０日に小中学

校、保育所、幼稚園、認定こども園の給食を

完全無償化すると発表しています。今年の９

月から来年の３月までの時限措置ということ

なのですが、子育て世帯への負担軽減策とし

て実施するとしておりますが、当市として

も、子育て世代の方々への負担軽減というこ

とで、愛知県津島市で行っているような事

業、これは取り組むべきではないかなと思う

のですが、いかがでしょうか。

○議長（堀 光雄君） 教育部長。

○教育部長（立崎裕輔君） 再質問にお答え
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いたします。

現段階では、学校給食摂取基準にのっとっ

た栄養バランスや質、量を確保した上で安価

な食材に切り替えるなど、献立の工夫により

対応できておりますが、さらなる物価高騰や

長期化並びに多様な品目に影響が及ぶような

事態に至れば、現在の対応が限界を迎え、困

難になることも想定されるところです。

そのような事態に備えるべく、今般の地方

創生臨時交付金の運用に係る国の制度上の見

解や県内外の他自治体における運用手法につ

いても調査・検討中でありますが、少なくと

も今年度内の給食費値上げ改定は、当委員会

としても所定の手続上、実質的に困難である

ことを踏まえつつ、年度内での同交付金活用

が可能かどうか、早急に庁内関係部局と協

議・検討してまいりたいと考えております。

また、給食費の無償化については、令和２

年４月と５月の２か月分に係る給食費の無償

化を地方創生臨時交付金事業として実施した

実績がありますが、このたびの物価高騰対応

分となる交付金の活用が可能かどうかについ

て、当市所管部署が県を通じ、同交付金を所

管する内閣府に確認したところ、コロナ禍に

おいて物価高騰などに直面する生活者に支援

の効果が直接的に及ぶ事業であると地方自治

体において対外的に説明可能であれば対象と

なり得るとの回答が得られている一方で、文

部科学省の公表資料によると、物価高騰分へ

の交付金活用に限定されているように解釈さ

れることから、このことについて市担当部局

と協議・検討してまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） ただいまの給食費

のことについてなのですけれども、私も内閣

府に電話しました。大変、担当者の人がすご

い曖昧な回答で、きちんと子育て世帯の方々

への交付金の活用の目的に合致していればと

いうような、すごい何か曖昧な物言いでし

た。

ただし、愛知県津島市では、堂々と、それ

は内閣府に確認してこれを実施しているので

すかと伺いましたら、いいえ、そんなことは

ことはしていませんと。これは、間違いなく

地方創生臨時交付金を活用してやるのですと

いうような、力強い担当の方のお話だったの

です。

ですから、ここは今、検討されるというこ

とでしたから、いろいろ値上げしないために

一生懸命メニューを工夫して、大変苦しい努

力されているということだと思います。で

も、せっかく国からこれを使ってくださいよ

と、子育て世帯の保護者の方々の負担を軽減

してくださいよという通達まで来ているわけ

ですから、ぜひ有効活用していただければと

いうふうに考えるところなのですが、これは

再々質問はありません。

次に、生活困窮者、低所得者への物価高騰

対策、そして省エネ機材への買換えに対する

補助金、それから原油価格・物価高騰の影響

を受ける事業者への支援策、これについては

まとめて伺いたいのですけれども、先ほど一

般質問でも話しました。本当に業者、広範

囲、そして生活支援、困窮している方々もた

くさんいらっしゃいます。

そういう中で、限られた財源、独自に財源

を三沢市が出すということも含めて、この財

源の中でどうやって、これまでたくさんある

メニューの中で一生懸命、どのように知恵を

絞って策を練るのかなというところが一番気

になっているところなのですが、そのために

は、広報で市長が飲食店の方々のところに

行ってお話を聞いたと、切実な声を聞いたと

いうことを読みましたけれども、それが一番

大事ではないかなと私は思うのです。市民の

人たちは、そういうふうな現状をしっかりと

知ってもらえる、そういうふうなことが求め

られているのではないかなと思うのですが、

いかがでしょうか。

○議長（堀 光雄君） 市長。

○市長（小檜山吉紀君） 奥本議員の御質問

にお答えいたします。
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皆さんは、お酒を飲みたくなればお金で

買って飲むと思いますし、私はお金をくれる

と言っても酒は飲みたくありません。その酒

の嫌いな私が、せんだってスナック街を歩い

てみました。８軒ばかり歩いてみました。切

実な声を聞きました。そして、やはりこれは

何とかしなければならないなという思いにも

かられました。そういう思いでございます。

そして、部長答弁にもありましたように、

まずは物価高騰による直接影響を受けている

事業者への支援として、７月から生活応援プ

レミアム券事業も実施いたします。また、現

在、各部局において原油価格・物価高騰によ

る影響を情報収集しておりますので、今後も

引き続き県・国の交付金などを効果的に活用

して、スピード感を持って適時適切に支援し

てまいりたいと思います。

以上です。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。市長には大変期待したいと

思っておりますので、ぜひ市民の皆さんの暮

らし、営業を守っていただければというふう

に感じております。

次に、行政問題の再任用制度について再質

問させていただきたいと思うのですけれど

も、先ほど、今回の公務員法の改正に伴っ

て、今、様々検討中だというふうに思いま

す。その中で、これまで三沢市は、一部年金

ということで、国・県は６５歳までだったの

ですが、一部年金が出る時点で満了という

か、終わりというふうな、その運用だったと

思うのですが、やはり県内を見ても６５歳ま

で働けるというところがありました。十和田

市とか五所川原市とか。フルタイムと短時間

というのがあるのですけれども、フルタイム

で全部６５歳までというところもあれば、一

部年金が出た時点で、短時間に変わって６５

歳までと。

本当に様々、自治体によって違いましたけ

れども、今回、現在、再任用の方々、その方

は６５歳まで働けるということの解釈でよろ

しいですか。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） ただいまの再任

用職員の方々の６５歳までの任用についてお

答えいたします。

先ほど奥本議員もおっしゃられたとおり、

県内９市におきましては様々な形態がござい

ます。調べましたところ、年金受給年度まで

の市が５市、あとは６５歳までのところは２

市、あとは部長の場合であれば６５歳までと

いうところもありました。

ただ、三沢市におきましては、平成２５年

３月に総務副大臣通知におきまして、公的年

金の一部支給開始年齢に達するまでの間、任

用することもできるような措置がされており

ます。ですので、三沢市といたしましては、

今のところ、一部の年金が支給される年度ま

での任用としていきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。

そういうふうな解釈もあると思うのですけ

れども、そこで６５歳まで一部年金というふ

うになっているのは、やはり主として人件費

の問題とか定数の問題があってそうしている

のかなというふうに思うのですけれども、こ

の再任用制度、これは県のほうの定年退職し

た地方公務員、県の定年、再任用制度のパン

フレットの中にはこう書かれてあるのです。

再任用制度は、定年退職した地方公務員等

を最長６５歳まで再雇用する制度です。本県

が抱える様々な課題に一丸となって立ち向か

い乗り越えていくためには、再任用職員一人

一人がこれまで培ってきた幾多の経験、豊か

な知識、高い技術、幅広い人的ネットワーク

など、ベテラン職員としての強みを最大限に

発揮し、成果を強く意識して日々の業務に前

向きに取り組んでいくことが不可欠ですとあ

るのです。

ですから、一部年金で就労することもでき

ると総務省が言ったからということではなく
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て、やはり６５歳まで、今、定年というのが

一般的なのです、民間でも。民間だと力のあ

る人は７０歳まで働けるわけですから、その

能力を生かすと。

定数に差し支えるということもあるかもし

れないのですけれども、それはそれで、今、

それに抵触しているわけではありませんし、

条例でも６５歳であると思うのです。ですか

ら、やはり今回の地方公務員法の改正に伴っ

て、私が電話して調べたところも、今までは

そうだったけれども、一部年金で終わったけ

れども、今度この法律の改正によって６５歳

まで働けるようにするという自治体もありま

した。

ですから、三沢市としても、６５歳まで働

きたい人には力を発揮して働いていただく、

それが必要だと思いますが、いかがですか。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） 職員の再任用に

つきましては、先ほど奥本議員がおっしゃっ

たとおり、人件費の増、あとは定員管理の問

題もございますけれども、新採用職員の採用

を抑制することにより、職員の年齢構成にひ

ずみが生じる場合もございます。そういった

問題もありますけれども、三沢市といたしま

しても、今回の地方公務員法改正に伴って、

定年年齢引上げとともに検討していきたいと

考えております。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。ぜひ、今回の条例改正に伴っ

て、見直していただきたいというふうに思い

ます。

給与体系、処遇改善については、再質問は

ございません。

⑶の人事配置、組織の在り方についてなの

ですけれども、やはり高齢期職員の経験とい

うのは、私はとても貴重だと思っています。

例えば新採用、今年２０人というふうにお聞

きしましたけれども、新採用職員２０人とベ

テラン職員２０人、どちらが即戦力になるか

と。

一般的に、一般論ですけれども、ある程度

仕事に慣れるのに３年かかると言われている

のです。そのために若手職員の育成というの

が大変大事になってくるのですが、それには

大変手間も時間もかかります。その育成につ

いて、中堅職員が山積する課題、業務処理に

追われて十分に対応し切れていないケースも

あるのではないかと思っています。

だから、中途で役所を辞めたり、中には

ちょっと問題を起こして辞めたり、そういっ

た家庭の事情でいろいろあると思うのですけ

れども、辞めている人もいますよね。また、

病気等、様々な事情だと思いますが、仕事を

休んでいる職員もいます。出産のために育児

休暇を取る職員もいます。さらには、男女共

同参画として男性の育児休暇、さらには介護

休暇、こういったこともどんどん進められて

いるわけです。

そういった穴を埋めるという面でも、私は

再任用のベテランの職員を活用するべきでは

ないかと思っています。その方々の専門性と

か能力、やる気に合わせて仕事を創出するべ

きだと思います。

例えば、市民要求の施策として、他市でも

行っているお悔やみコーナーの設置、草刈

り、除雪対策の取組、市民からの苦情窓口、

公共施設等総合管理計画、中心市街地活性化

対策などへの取組の援助、経験を生かした仕

事ができるのではないかなと思います。その

ために、やはり再任用職員の組織編成が必要

だと思うのですが、その点についていかがで

しょうか。

○議長（堀 光雄君） 総務部長。

○総務部長（蹴揚光昭君） 先ほどの再質問

についてお答えいたします。

私どもでも、県内他市についてどういった

活用方法をされているか調べているところで

ございます。やはり県内他市においても、そ

れぞれ活用方法が違っているところです。そ

ういった部分につきましては、十分調査しま

して、三沢市にとってどのような再任用職員
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の活用が適しているか考えまして、今後の再

任用職員の活用をしていきたいと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございます。

今、これからいろいろ条例改正に伴って、

これから見直し等を進めていかれるというふ

うに感じました。ぜひとも前向きに、より三

沢市の発展のため、市民への行政サービスと

いいますか、市民サービスの向上のために私

は絶対に必要だと思っています。

やはり人件費等、その辺が一番財政面の部

分でネックになるのかもしれませんけれど

も、やはり今、この時代に削ることだけ考え

るのではなくて、やはり三沢市が発展すれば

それだけ税収も増えるわけですし、前向き

に、やはり削って削って、人件費も削って人

を削っていくということではなくて、もっと

もっと三沢市が豊かになる、そのために方策

を考えていくべきだというふうに思います。

ぜひ期待しております。

次に、平和問題、最後の問題ですけれど

も、非核平和都市宣言、これについて再質問

させていただきたいと思います。

これは検討するというお答えでした。１０

市の中で三沢市だけということで、私も

ちょっとびっくりしたところなのですけれど

も、八戸市が大変先進的な取組をしていまし

て、八戸市は非核平和都市宣言をしているわ

けですけれども、その中で、国連に提出する

ために２０１６年から２０２０年末まで取り

組まれました核兵器廃絶国際署名、これは通

称ヒバクシャ国際署名というのですけれど

も、この活動に市が取り組んだのです。ホー

ムページにも掲載して、八戸は啓発活動に取

り組んでいたのです。八戸の職員も、担当部

長の働きかけで多数署名に協力したというふ

うに伺っております。

こういうふうに、今はウクライナが、ロシ

アの侵攻でウクライナの方々が大変苦しんで

いるという状況を見たときに、やはりこれは

今、非核平和都市宣言というのは大事なこと

ではないかなと私は思っています。三沢市

は、ウクライナからの避難民を受け入れると

表明しておりますけれども、だからこそ戦争

で苦しんでいるウクライナの方々の平和への

願いに応えるという意味でも、やはり前向き

に進めていく必要があると思うのですけれど

も、その辺についていかがでしょうか。

○議長（堀 光雄君） 市長。

○市長（小檜山吉紀君） 奥本議員の御質問

にお答えいたします。

三沢市は言わずと知れた同盟国の米軍三沢

基地があります。そして、基地との共存共

栄、これは私がやったのではなくて、私の前

の前の市長から、先輩たちがずっとそういう

方向で来ています。そして、私もそれを支持

したいと思います。

今、ウクライナのお話がありました。平和

を愛する気持ちは、私も奥本議員も決して優

劣あるものではありません。

しかしながら、世界の平和というものは、

パワーバランスの上に成り立っていると私は

思います。したがって、お隣の中国、あるい

は北朝鮮、そしてまたロシア、こういった好

戦的な民族は、皆、核を保有しているわけで

す。そして、非核ということで、米軍の姿勢

に三沢市が否定した場合に、やはり同盟国、

日本の平和も即危うくなるわけでございま

す。したがいまして、現段階では、抑止力と

しての核保有はやむを得ないのではないかな

と。

もちろん、ないにこしたことはございませ

ん。平和が戻りましたら、また皆さんと検討

して、三沢市としてどのようなものがよいか

ということをまた総合的に検討したいと思い

ます。

以上です。

○議長（堀 光雄君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 再々質問させてい

ただきたいと思います。

今、市長がおっしゃった核保有とか、これ
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は今、現実的な状況を見て、そういう声も確

かにあります。しかしながら、やはりこうい

うふうな情勢だからこそ、バイデン大統領も

岸田首相も、世界から核兵器をなくすという

その理想は掲げているわけです。

ですから、基地があるから、今の現実を見

るとそれは言えないということは、私は

ちょっと理屈が合わないのではないかと。別

個の問題ですから。今、現実の問題で考える

というのももちろんですけれども、やはり将

来、この核兵器を世界からなくすのだと。こ

れはずっとオバマ大統領も言っていました

し、バイデン大統領も今、言っているわけで

す。

そういう人類を守るための宣言というの

は、やはり今ある戦争とは別に、だからこそ

これは必要だと私は思うのですが、その辺は

いかがでしょうか。それは別の問題だと思う

のですが、いかがですか。

○議長（堀 光雄君） 市長。

○市長（小檜山吉紀君） 私は、別の問題で

ないと思っています。

宣言的に、国防は国の専権事項であります

けれども、この核がないということが現実と

して、ウクライナも昔は核を保有していまし

た。しかし、ソビエト連邦崩壊のときに核を

全部返してしまいました。サダム・フセイン

のイラクも、やはり核を持っていなかったゆ

えに、あっという間に滅ぼされてしまいまし

た。そしてまた、北朝鮮のような小さい国で

も、なぜ手をつけられないか。やはり核を

持っているからです。ですから、現時点では

抑止力として、私は核の保有はやむを得ない

のではないかなというふうに。非核というこ

とですから。

ですから、平和都市宣言は、別に何も異存

はありません。非核ということに対して、少

しクエスチョンだなという思いでございま

す。ですから、何度も言うように、平和が

戻った時点でまた非核平和都市宣言がどうい

う形で宣言すればいいのか、これからまた皆

さんと一緒に考えていきたいと思います。

以上です。

○議長（堀 光雄君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

田嶋孝安議員の登壇を願います。

田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） ５番、かがやきの田

嶋です。一般質問をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症も少し落ち着き

を感じる昨今ではありながらも、生活におい

てコロナ感染に対して意識をすることなく、

コロナ前と同じように生活するのは、いまだ

難しい環境にあります。時代を前進させるた

めにも、良好な環境づくりを行い、市民の皆

様の安心をはじめとした地域発展のため寄与

することに期待したい。

三沢市は、公共Ｗｉ－Ｆｉを通して、ＩＣ

Ｔに対して積極的に関わっていると感じま

す。公共Ｗｉ－Ｆｉは、ビジネス環境の変化

の対応や災害対策にとっても必要とされる、

これからの環境の一つです。そのような中

で、三沢市立三沢病院のＷｉ－Ｆｉ環境につ

いて取り上げさせていただきます。

現在の三沢市立三沢病院は、平成２２年１

１月に開院し、私たちや、地域にとってなく

てはならない病院の一つです。現在では、新

型コロナウイルス蔓延に伴い、厳しい環境

下、市民に安心を届けるべく職員の皆様、対

策を取りながら従事していただいていること

に、この場をお借りして心から感謝申し上げ

る次第です。ありがとうございます。

その三沢病院ですが、外来患者や入院患者

も利用し、新型コロナウイルス感染症対策も

取り、環境も大きく変化したと感じます。発

熱外来対応や入院患者との面会対応です。

一般的にも、各病院にて対応は工夫されて

いると思いますが、面会対応に関しては、よ

い環境が取れていないように感じます。この

ことについて市民の皆様に伺ったところ、子

供が入院していて、面会の不自由さや赤ちゃ

んの誕生に対してもなかなか会えない、面会

ができないなどの声を伺い、新型コロナウイ
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ルス蔓延に伴った弊害を感じた次第でした。

また、現在、長期入院の方々は少ないと聞

こえる反面、長期入院になった方のインター

ネットでＷｉ－Ｆｉ環境の必要性を訴える内

容を閲覧し感じることは、通信環境を整える

ことの重要性を改めて感じる次第です。

そこで、三沢市立三沢病院の患者並びに来

院者満足度の向上と患者並びに家族サービス

の充実を図るため、院内にＷｉ－Ｆｉ環境を

整備する考えがないかを伺います。

以上になります。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（堀 光雄君） ただいまの田嶋孝安

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。

病院事務局長。

○三沢病院事務局長（田辺正英君） 三沢病

院の通信環境問題についての御質問にお答え

をいたします。

近年、病院を取り巻く環境は、ＩＴ化、デ

ジタル化が急速に進み、当院におきまして

も、救急担当と救命士の通信や電子カルテ、

医療機器の遠隔操作による保守のほか、オン

ライン研修や他の病院とのウェブミーティン

グなどが行われているところでございます。

これらの業務には通信回線を使用しておりま

すが、診療を中心とした通信設備としている

ため、現在の設備では余力がない状況で使用

しているところでございます。

このようなことから、御質問の病室にＷｉ

－Ｆｉ環境を導入するためには、新たに設備

の整備が必要となり、多額の費用を要するも

のと考えられます。また、医療機器等への影

響も含め、解決すべき問題が少なくないこと

から、十分な調査を行うとともに入院患者の

意向をしっかりと把握した上で取り組んでま

いりたいと考えております。

いずれにいたしましても、患者に対する良

質な医療の提供はもとより、よりよいサービ

スを提供し、愛され信頼される病院の実現に

向け、今後とも努力してまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） 御答弁、ありがとう

ございました。

先ほど私が言った中で、長期入院になった

方のインターネットのＷｉ－Ｆｉ環境の必要

性を訴える内容ということを申し述べました

が、検索をしていく中で、「＃病室ＷｉＦｉ

協議会」という内容のものが出てきて、こち

らの中で、やはり病院でのＷｉ－Ｆｉの必要

性というものを訴える患者の内容を目にする

ことができました。

その中ではありますが、産婦人科では、子

供が生まれて誰もお見舞いに来られない状況

下、お母さんが孤独を感じています。生まれ

てきた赤ちゃんを家族の誰にも見せてあげら

れないのは、つらいと思います。Ｗｉ－Ｆｉ

が整備してある産婦人科では、小児科病棟と

同じくスマホ、タブレットで家族とつなが

り、赤ちゃんが生まれてきた喜びを家族で共

有できます。Ｗｉ－Ｆｉの有無で、患者の環

境は全く違うものになります。実際に病院に

入院して体験してみないと気づかない、なか

なか実感できないつらさ、ありがたさなので

すというようなものがありました。

患者にとっては、やはり病室にいながらも

１人孤独でいる方々もたくさんいらっしゃる

と思います。そういった中で、電話があるで

はないかというようなことなども挙げられる

かもしれませんが、しかしながら、やはり通

信料というものに対しての考え方がなかなか

難しいことがあるということもを申し述べて

いる内容がありました。

そんな中で、やはりＷｉ－Ｆｉ環境を整え

て、そして、できればオンライン面会という

ものができると非常にいい。患者さん、そし

て御家族にとっても、いいものになるのでは

ないかというように感じますが、オンライン

面会などというものに対してお考えになるか

どうか、御見解をお聞きしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

病院事務局長。
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○三沢病院事務局長（田辺正英君） 再質問

にお答えをいたします。

現在、ほとんどの病院では、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止のため、入院患者さ

んとの面会をお断りしているところがほとん

どだと思います。

そうした中、御指摘いただいたオンライン

面会につきましては、入院患者と家族がス

マートフォンやタブレット等を使ってＬＩＮ

ＥまたはＺｏｏｍといったアプリを利用して

ビデオ通話をするものと理解しております。

しかし、そのためには、通信環境が必要でご

ざいますので、先ほど申し上げましたよう

に、通信環境が現在のところ整っておりませ

んので、そちらのほうの整備と併せて検討し

てまいりたいと、このように考えておりま

す。

なお、本日の新聞ですけれども、新型コロ

ナウイルス対策を助言する専門家有志が、出

産、看取りの立会いや入院している新生児、

子供との面会の受入れを必要に応じて促すよ

う病院に求めることを柱とする提言をまとめ

たということが報じられておりました。今後

についても、様々なこうした動きがあると思

いますので、国の状況等をしっかりと見据え

ながら適切に対処してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） ありがとうございま

した。

本当に、その状況、状況になってみないと

分からないというのが現実としてあるわけで

すが、そういった意味で入院患者のことなど

も考えながらも、やはりその時代に合った内

容というものに対応していくということが必

要なのではないかというように感じますの

で、ぜひともいい方向に向けて協議いただけ

ればというふうに思います。

そして、併せまして、やはりＷｉ－Ｆｉと

して、必要性として挙がってくるのは、防災

などというようなこともありますが、そう

いったことを考えると、外来病棟などにおい

てもＷｉ－Ｆｉ環境が使える、使えないとい

うことも、やはり必要性が出てくるのではな

いかというように感じますが、それについて

外来に対しての利用について御検討されるか

どうかについて伺います。よろしくお願いし

ます。

○議長（堀 光雄君） 答弁願います。

病院事務局長。

○三沢病院事務局長（田辺正英君） 外来へ

のＷｉ－Ｆｉにつきましてお答えいたしま

す。

現状でもエントランス等でスマートフォン

などを利用している方がいらっしゃいます

が、こちらにつきましては、患者さん御自身

の通信環境の下に使用されているものでござ

います。

Ｗｉ－Ｆｉの設置ですが、先ほど申し上げ

ましたように費用の問題もございますけれど

も、診察のために来院している患者さん以外

の方で、Ｗｉ－Ｆｉを利用するために来院さ

れる方も出てくるものではないかなというこ

とで懸念をしているところでございます。そ

うした行為は、実際に診察に来た患者の御迷

惑となるようなことも考えられますので、保

安上の観点からも、現在のところは外来への

Ｗｉ－Ｆｉの設置は考えてございません。

以上でございます。

○議長（堀 光雄君） 以上で、田嶋孝安議

員の質問を終わります。

この際、午後１時まで休憩します。

午前１１時３５分 休憩

────────────────

午後 １時００分 再開

○議長（堀 光雄君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

ここで、議長を交代します。

○副議長（加澤 明君） 議長を交代しまし

た。

それでは、一般質問を次に移ります。

小比類巻孝幸議員の登壇を願います。

小比類巻議員。
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○４番（小比類巻孝幸君） こんにちは。議

席４番、市民クラブの小比類巻孝幸です。

通告に従いまして、行政問題について２点

質問させていただきます。

まず、米軍三沢基地からの消火用水流出に

起因した有害物質汚染に係る対応についてで

あります。

今年の１月３日、米軍三沢基地内で格納庫

の配管が凍結により破損し、消火システムか

ら約７６０リットルの消火剤を含む水が漏れ

出し、その一部が基地外に流出、姉沼へ流れ

込むという事故が発生しました。

この消火剤には、健康上の危険性が指摘さ

れる有機フッ素化合物であるペルフルオロオ

クタンスルホン酸――以下ＰＦＯＳと略しま

す――が含まれていたことから、三沢市は１

月１３日に放流水の調査を行うとともに、

シーズン真っただ中であった氷上ワカサギ釣

りで釣った魚を食べないよう告知するなど、

市民への迅速な対応を行いました。

このときの水質検査結果は、姉沼の採取水

のＰＦＯＳは１リットル当たり１７ナノグラ

ムと低濃度でしたが、近隣の天狗森ため池か

らは１リットル当たり１００ナノグラムが検

出されました。これは、国の暫定指針値であ

る１リットル当たり５０ナノグラムの２倍の

数値であったため、市は対応を検討しており

ました。

その後、米軍三沢基地が行った検査で、基

地内のため池などから国の暫定指針値を３か

ら４０倍上回る濃度を検出したことが４月２

８日に公表されたため、去る５月１７日に国

と県、三沢市は、共同で姉沼から小川原湖に

注ぐ水路の水質検査を行い、その結果を待ち

ながら対応を継続している状況であります。

今回、問題となっているＰＦＯＳは、耐熱

性、耐薬品性や界面活性剤としての優れた能

力を持つことから、１９４０年代から半導体

工業、金属メッキ、泡消火剤などに幅広く使

用されてきました。しかし、環境中や生物体

内でほとんど分解しないこと、生物中に長期

間蓄積することなどの問題があり、現在は残

留性有機汚染物質に関するストックホルム条

約にて製造・使用が国際的に制限され、国内

では禁止されている物質です。

ＰＦＯＳの人への影響毒性については、現

在、研究段階であり、明確な結論は得られて

いないものの、発がん性や生殖影響など健康

上の危険性が指摘される物質であり、小川原

湖まで汚染が広がった場合、たとえ低濃度で

あってもシジミ、ワカサギなど内水面漁業資

源への影響が懸念されることから、迅速で根

本的な対応が求められます。

そこで、三沢市が把握しているＰＦＯＳに

よる環境汚染の最新の状況と、それに係る三

沢市の対応についてお答え願います。

近年、沖縄県金武町において水道水から、

また、神奈川県の複数の河川からもＰＦＯＳ

が検出され、問題視されております。三沢市

での今回の件では、汚染を食い止められたと

しても風評被害などの懸念があり、安全な環

境であると宣言するためには、説得力のある

説明が求められます。

県内の大学・研究機関には、環境汚染に対

する調査・分析及び拡散・流況などの環境影

響調査などを専門とする人材が多数おり、近

隣の自治体では、生活、産業に関わる広い環

境問題について定常的に専門家に相談できる

技術アドバイザー制度などの整備・活用を

行っています。

そこで、今回の事故を契機に、三沢市でも

攻めの予防対策として、専門有識者を中心と

した環境影響対策組織などを設置する考えは

ないか、お答え願います。

続きまして、ウクライナ避難民受入れの態

勢と状況について質問いたします。

ロシアによるウクライナ侵攻開始から１０

０日余りが過ぎましたが、いまだ戦火が収ま

る兆しは見えず、長期化の予想が大勢を占め

ています。ウクライナでは、これまでに国外

に避難した人が６００万人を超え、日本にも

１,０００人を超えるウクライナ避難民が入

国していると報道されています。

日本政府は、日本に入国している避難民の
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受入れを申し出た自治体や企業とのマッチン

グを進めており、三沢市でも自治体としての

受入れに手を挙げ、４月７日に開催された関

係課長会議では、居住環境や仕事の紹介、保

育・教育環境の提供など受入れに必要な７項

目を調査し、全庁的な支援内容の検討や関係

団体との調整など、準備が進んでいるとのこ

とです。

戦争による生命の危険にさらされ、生活の

不安を抱えた避難民に必要なものは、都会の

にぎわいではなく、安心して過ごせる生活環

境であると思います。そのためには、支援者

や相談者、地域コミュニティーなどによる垣

根のない外国人に対する対応が必要です。

国際文化都市として長年政策展開し、異文

化への理解が深い我が三沢市は、今般におい

ても人材や設備面など、避難された方々への

支援において他地域に比べてもより貢献でき

るものと期待されます。

避難民の多数を女性や子供、高齢者が占め

ている状況を考慮し、三沢市の受入れ態勢の

中に相談支援員の配置も検討するなどして、

他国で生活する不安を解消し、一日でも早く

日本での生活に溶け込んでもらえるようなマ

ンツーマンの配慮が必要と思います。

そこで、三沢市の避難民受入れ態勢の具体

的な内容と、現在の受入れ状況についてお答

え願います。

ウクライナは、大学・短大進学率が８０％

に迫る教育に関心の高い国の一つであり、児

童を伴った避難民を受け入れた場合、日本の

学校教育への期待も大きいものと想像できま

す。その中で、日本における読み書き中心の

授業では、言語の違いが大きな障壁として危

惧されるところですが、三沢市での小中学校

など、教育環境における言葉の壁の解消に係

る対応についてお答え願います。

以上で、私の一般質問を終らせていただき

ます。御答弁のほど、よろしくお願い申し上

げます。

○副議長（加澤 明君） ただいまの小比類

巻孝幸議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの小比類

巻議員の御質問の行政問題、ウクライナ避難

民受入れの態勢と状況についての第１点目、

受入れ態勢の内容と現在の受入れ状況につい

ては私から、そのほかにつきましては教育長

並びに市民生活部長からお答えをさせますの

で、御了承願いたいと存じます。

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に伴

い、ウクライナでは多くの人々が国外へ避難

を余儀なくされており、日本国政府において

３月１６日にウクライナ避難民の受入れを表

明し、これまでに約１,０００人の方が日本

に避難してきております。

当市におきましては、４月７日、ウクライ

ナ避難民受入れ登録に係る会議を開催し、同

日に避難民の受入れの表明をいたしました。

その後、受入れ時の具体的な支援内容を取り

まとめ、４月２１日には出入国在留管理庁へ

受入れの申請をしたところであります。

なお、出入国在留管理庁では、ウクライナ

から避難された方が希望する支援内容と受入

れ表明をしている自治体、企業、ＮＰＯ等の

支援内容についてマッチングを行い、条件が

整い次第、それぞれの自治体等が受入れする

ことになっております。当市において可能な

支援内容は、相談窓口の設置、通訳、住居の

提供、生活物資の支援、保育・教育の提供、

医療支援等となっており、国際交流課を窓口

に避難民に寄り添った必要な支援へとつなぐ

こととしております。

また、受入れ状況についてですが、現在の

ところ、相談を含め受入れはございません

が、今後も国や県、関係機関等と情報を密に

し、連携してまいりたいと考えております。

私からは、以上です。

○副議長（加澤 明君） 教育長。

○教育長（山内康之君） 行政問題、ウクラ

イナ避難民受入れの態勢と状況についての第

２点目、学校の授業など教育環境における言

葉の壁の解消に係る対応についてお答えいた
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します。

ウクライナ避難民の児童生徒は、ウクライ

ナ語を母語としていると考えられるため、ウ

クライナ語と日本語を相互に訳した上で意思

疎通を図っていくことが必須であります。

当市の小中学校においては、過去に英語以

外の言語によるコミュニケーションを要する

児童生徒を受け入れた際に、市内の団体から

通訳できる人材を紹介していただき、対応支

援した経緯もありましたが、ウクライナ語に

対応できる人材確保はかなり難しいと思われ

るところであります。そのため、教育委員会

といたしましては、環境整備のハード面とし

て、ウクライナ語と日本語の音声を相互に交

換できる翻訳機を児童生徒に貸与し、活用す

ることでコミュニケーションをサポートして

いくことを考えております。

また、ソフト面でのサポートにつきまして

は、教職員や他の児童生徒との交流、授業で

のサポートなど、避難民の児童生徒が安心し

て学校生活を送れるよう、学習支援員の配置

を考えております。

いずれの支援におきましても、避難民の方

の実情と心情に寄り添い、避難民保護者、学

校、教育委員会の３者で共通理解を図りなが

ら、心安らぐ教育環境の提供に努めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 米軍三沢基

地からの消火用水流出に起因した有害物質汚

染に係る対応についての第１点目、三沢市が

把握している環境汚染の状況とそれに係る対

応計画についてお答えいたします。

今年１月に、米軍三沢基地からＰＦＯＳが

含まれているおそれのある消火システム用水

が流出し、その一部が区域外に流れ込んだ可

能性があると東北防衛局から情報提供があり

ました。

当市独自の調査として、１月１３日に天狗

森ため池の排水路と姉沼内の水質調査を行っ

たところ、ため池の排水路で国の定めている

指針値の２倍、姉沼は指針値以内であったこ

とから、以降、姉沼を所管する県、小川原湖

を所管する国と周辺水域の水質調査など連携

した対応に取り組むこととし、５月１７日に

それぞれが管理する水域のＰＦＯＳ等に係る

水質調査を実施しております。調査結果につ

きましては、６月３日現在出ておりません

が、同日調査を行った国・県の結果を踏まえ

て、周辺水域の水質状況の推移を確認すると

ともに、国・県と今後それぞれの対応を検討

した上で公表することとしております。

当市といたしましては、環境省のＰＦＯＳ

及びＰＦＯＡに関する対応の手引において、

濃度の経年的な推移を把握することが望まし

いと示されておりますことから、国・県と協

議しながら、引き続き水質調査を実施してま

いります。

次に、米軍三沢基地からの消火用水流出に

起因した有害汚染物質に係る対応についての

第２点目、環境分析、拡散・流況調査など、

専門有識者を中心とした環境影響対策組織な

どを設置する考えはないかについてお答えい

たします。

当該ＰＦＯＳ等への対応については、環境

省は、令和２年５月２８日付水質汚濁に係る

人の健康の保護に関する環境基準等の施行等

についてにより、現時点では直ちに水質環境

基準健康項目とせず、引き続き知見の集積に

努める必要があるものとして、要監視項目に

追加し、暫定指針値を定めております。

御質問の専門有識者を中心とした環境影響

対策組織は、現在、当市では設置しておりま

せんが、今後におきましては、他自治体の設

置状況等について調査・研究してまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） 御答弁、ありが

とうございました。

それでは、質問順に再質問させていただき

たいと思います。

まず、有害汚染物質に関わる対応につい
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て。

これは、まず１番目、市が把握している環

境汚染の状況ということで、５月１７日に

行った国・県・市の広域の分析結果の数値が

まだ出ていないというような話です。これ

は、試料を採取した日にちが５月１７日、３

週間以上たっております。もっと遡ると、そ

れを分析したきっかけとなった、三沢基地に

まだ高濃度の物質が残留していますよという

結果が出てから。それが公表されたのが４月

２８日。要は１か月近く何の対応も取れてい

ないという結論になると思います。

やはり一番最初の１月に事故が発生してか

らの迅速な対応と。それをしたにもかかわら

ず、その後の調査で、そこで例えばワカサギ

を食べてはいけませんよとか、そういう通告

をした上での、また、次の分析結果で安心な

数値が得られることを地域の皆さんは望んで

いるところだと思うのですけれども、せっか

くそうやって調査を迅速に行っても、結果が

出るのがこれだけ遅れるということは、結

局、対策が後手後手に回るというようなこと

になってくるのではないかと思います。

ですので、こういう分析結果、分析期間を

もう少し見直して、迅速な対応を取れる形に

直していくというのが必要になってくるので

はないかと思うのですけれども、三沢市が考

える対応の改善点というのをちょっと教えて

いただきたいと思います。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 再質問にお

答えいたします。

前回、１月に調査したときには、検体数が

二つほどでした。ため池と姉沼、それぞれ１

点ずつの検体数が２件でした。今回、県のほ

うは、姉沼の地点で何か所かやっていると聞

いております。国のほうも、同日に検査を出

しておりますので、検体数が多かったため

に、今回、時間がかかっているものかと思わ

れます。

検体数が増えたことで調査結果が遅れるこ

とを見越しまして、市では検査の期限を６月

３０日までに定めておりましたので、今後に

おきましてはもうちょっと早く結果が出るよ

うな方法がないのか、検査業者を交えて相談

して対応してまいりたいと思います。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） 検体数が多いか

ら時間がかかっていると。あまりそれは理由

にならないのかなと思います。

一応そういう改善点を潰しながら、迅速な

対応、市民への安全な説明、これに努めてい

ただきたいと思います。

それに関わることなのですけれども、２番

の環境影響対策組織などのしっかりした組織

づくりということをちょっと提案して、聞か

せていただきました。

今回の件は、先ほどの御答弁にもありまし

たように、国の指導の下、調査を続けていか

なければいけない問題であります。しかし、

調査を行って住民に説明するのは、国ではな

いはずです。やはり地元の自治体、市である

と思います。ですので、やはり説明する体制

をつくるためにも、市に信頼が置ける対策組

織が必要だと思います。

例を挙げますと、私も実は関わっておりま

した、八戸市の環境部の所管であります公害

防止に関する技術アドバイザー。私もこれは

アドバイザーを拝命しておりましたが、その

制度を八戸市で持っておりまして、具体的に

は土木、建築、そして化学の大学、高専の教

員、そういう方々を登用しまして、環境問題

や都市災害など広い問題に対応してもらって

おります。

私は、化学の分野では粉じん・ばいじん問

題の住民対策をやりましたし、土木の先生方

は、八戸市でまだ記憶にあると思いますが、

正月に水道管の主管が破裂して、２週間近く

水道水が出なくなったと。ああいう事故のと

ころでも、大規模災害のところでも、このア

ドバイザー制度を活用して、専門家が対処に

当たったということで、やはり説明責任もあ

りますし、スピード感を持った対応、これが
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こういう環境問題には必要になってくると思

います。

ですので、再度ちょっと確認させていただ

きたいのですが、一日も早い対応に向けて、

三沢市としてどういう取組をお考えになって

いるのか、ちょっと確認させてください。よ

ろしくお願いします。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 再質問にお

答えいたします。

専門家に技術アドバイザーとして協力を得

る体制をどう取ったらいいかという御質問か

と思いますけれども、当市では、公害、災

害、事故に幅広く対応できる専門家を中心と

した組織や、専門家に技術アドバイザーとし

て協力を得る体制は、現時点ではない状況に

あります。

今後におきましては、市民に安心を提供で

きるよう、ほかの市でどのような事態を想定

した上でどのような体制を取っているのか調

査・研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） やはり専門的見

地というのは、今回のような今後どうなるか

分からない、また、市民生活の中で根幹にな

るような災害のときにでも非常に大切なとこ

ろだと思いますので、三沢市として迅速に取

組をお願いしたいと思います。

では、次に２番、ウクライナ避難民受入れ

の態勢と状況についての１点目に再質問させ

ていただきたいと思います。

先ほど市長のほうから、７項目を挙げて全

庁的に取り組むというお話を、積極的に国の

政策に関わっていくというお話でしたが、や

はり先ほどの一般質問の中でも触れましたけ

れども、フェース・ツー・フェース、マン

ツーマン、これがそういう誰も身寄りのない

不安な中で三沢に移り住んでくるという避難

民の方々への対応の基本になるのではないか

と思います。

そういう言葉がちょっと入っていなかった

かなと思いますし、その具体的な対策として

は、お話にもありましたが、相談員というこ

とでしたが、できればちゃんと寄り添って、

毎日の生活の中で、朝、おはようございま

す、どうですかという、ウクライナ語でそれ

を何と言うのか私は分からないのですけれど

も、そういう対応を毎日取れるような手厚い

支援が必要だと思うのですけれども、三沢市

としては、例えばそういう人を受け入れると

きに、国や県にそういう人の配置までお願い

するとか、もしくは事前に見つけておくと

か、そういう対応が今はできているのでしょ

うか。ちょっとそこのところについて教えて

ください。

○副議長（加澤 明君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

毎日、どうですかと声をかけるような相談

員の支援が必要ではないかと、フェース・

ツー・フェースですか、という再質問でござ

います。

日常会話につきましては、現在、国際交流

課が持っていますポータブル自動翻訳機です

か、これを使って対応することとしておりま

す。

また、先般、米軍三沢基地のウクライナ出

身の方がいまして、その方から、避難民がい

らした場合はぜひ協力したいという申出を先

般受けました。大変ありがたいお話でした。

こういった方に協力いただきながら、少しで

も寄り添った支援につなげたいと思います。

もしかすると、もっといらっしゃるのかもし

れません。

いずれにしましても、避難民受入れの際

は、国・県または米軍基地をはじめとする機

関、団体の協力をいただいて、手厚い支援を

行ってまいりたいと思います。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） ただいま政策部

長から、基地内とか、三沢であるからこそで
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きる支援の申入れがあったという非常に心強

いお話がありました。ぜひ、そういう態勢

を、三沢が市としてそういう意気込みを情報

発信していくことによって、協力者がどんど

ん出てくると思いますので、ぜひよろしくお

願いいたします。

最後なのですが、やはり小学校、中学校の

初等教育です。ある程度年齢がいくと、ボ

ディーランゲージとかいろいろな手段を駆使

して、仕事ですとかをやれると思いますけれ

ども、やはり小さい子供が溶け込むというの

には配慮が必要だと思います。

先般、新聞報道などでも、岩手県洋野町で

小学校入学のくらいの年齢の子供を受け入れ

て、最初は生活ですとか言葉に慣れないか

ら、幼稚園・保育園、そちらのほうで生活に

慣れた上で、今、６月に小学校に通えること

になったと。そういう要は普通の対応、通り

一遍の対応ではなくて、やはり相手の事情で

すとか、相手の気持ちに寄り添ったケース・

バイ・ケースの対応が取られているという例

が紹介されておりました。

やはり三沢市でも臨機応変に、受け入れた

相手の気持ちに寄り添った臨機応変に対応を

取れる、そういう形をつくっていただけれ

ば、今後も他の国や地域の方を教育機関に受

け入れるというケースが三沢市では多く考え

られると思います。それのモデルケースにな

ると思いますので、そういう態勢を取るよう

なお考えがないか再度聞かせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（山内康之君） ただいまの議員の

再質問にお答えいたします。

避難民の児童生徒の気持ちに寄り添った学

校教育での対応をというふうなことでござい

ました。

先ほどの答弁の中で、避難民保護者、学

校、教育委員会の３者でどのような事柄の共

通理解を行っていくかというふうなことに付

随してお答えしたいと思いますけれども、共

通理解を図りたい事柄としては、文化の違い

から生じる行動様式や価値観の違いへの対

応、それからウクライナと日本の学習経験及

び学習内容の違いへの対応、それから教職員

や在校児童生徒との関わり方などをまず想定

しているところであります。これらについて

は、就学する児童生徒はもちろん、保護者の

方も大きな不安を抱えているものだというふ

うに思っております。

先ほど翻訳機の話をしましたけれども、本

当は実際にウクライナの方がいて、先ほど政

策部長のほうから、米軍基地の中で協力した

いという方がいらっしゃるというふうなお話

を聞きましたけれども、あいにく私どもとし

ては、三沢に在住しているウクライナ人の方

だと、それこそ微に入り細に入り支援が得ら

れるものだというふうに思って探したのです

けれども、ついぞウクライナ人は三沢市には

ゼロ名というふうなことでありまして、せん

だって岩手県の洋野町の記事を見て、通訳者

というふうなことが書いてありましたので、

そこのところを聞いてみたところ、日本人で

ウクライナ語ができる方を通訳者に当ててい

るというふうなことがありました。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○
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フェース・ツー・フェースだとか、それこ

そ気持ちに寄り添った学校での対応というふ

うなことでございますけれども、言霊という

ふうな言葉がよく言われます。言葉に心が宿

るというふうに言われますけれども、逆を言

えば、心と心が通じることで言葉の不足を補

うことができるのではないかというふうに

思っております。

我々もそのようなスタンスで、このウクラ

イナ避難民のことについて対応していきたい

というふうに考えております。

その活用の仕方でございますけれども、避

難民のそういう方たちが学校での生活リズム

に慣れるまで、保護者の付添いだったり見守

りができるように、避難民保護者、学校と当

教育委員会とで受入れ態勢について共通理解

を図った上で、もしも状況が許せば、避難民

の保護者をゲストティーチャーとしてお招き

したりして、ウクライナの文化について紹介

していただきながら、受入れ校の児童生徒と

交流するなど、避難民、児童生徒の不安を和

らげることができる場を効果的に設定してい

きたいというふうに考えているところでござ

います。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 以上で、小比類巻

孝幸議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

春日洋子議員の登壇を願います。

春日議員。

○１４番（春日洋子君） １４番、公明党の

春日洋子でございます。通告の順に従い、質

問してまいります。

はじめに、行政問題の１点目、高校３年生

までの医療費助成についてお伺いします。

本年１月から２月にかけ、充実してほしい

子育て・教育政策をお聞きするため、党にお

けるアンケート調査を実施いたしました。ア

ンケートでは、児童手当の拡充や住宅費の負

担軽減、小中学校の給食費に対する支援など

１０項目の中から複数回答していただくもの

で、全国から１５万７,１３５件の回答が集

まり、調査結果は３月に公表されました。

アンケートの調査結果では、児童手当の拡

充、大学など高等教育無償化の所得制限緩和

に続き、子供医療費助成の拡充を願う声が上

位を占め、教育に係る経済的負担の軽減策に

ついてさらなる充実が求められている実態が

浮かび上がりました。

私も、アンケート調査に回る中、高校生は

活動範囲が広がり、けがや病気のリスクが高

まり、進学などの教育費もかさむことから、

中学３年生までとしている医療費助成の対象

を高校３年生まで拡充してほしいとの切実な

声をはじめ、日々の子育てに格闘する方々か

ら、医療費助成の拡充を願う声が数多く届き

ました。改めて、子育て世代の経済的負担が

重い現状が明らかになったことからも、子育

て支援のさらなる充実を前向きに検討すべき

です。市長の御見解をお伺いします。

次に、２点目の女性の活躍推進に向けたデ

ジタル人材の育成についてお伺いします。

政府は、４月２６日、女性デジタル人材育

成プランを取りまとめました。このプラン

は、就労に直結するデジタルスキルの習得や

柔軟な働き方を促す就労環境の整備の両面か

ら支援し、女性のデジタル人材育成を加速化

していくことが目的です。

デジタル分野は、人手不足が続き、今後も

労働力を求めるニーズが高まると見られてお

ります。ＩＴ技術者における女性の割合は、

僅か１９％にとどまっており、女性のデジタ

ル人材の育成は急務です。

また、新型コロナの影響で非正規雇用など

を中心に、減収や失業などで困窮する女性が

増える中、今後も成長が見込まれるデジタル

分野での就労は、経済的な安定につながりま

す。さらに、育児や介護をしながらテレワー

クなどで取り組めるなど、女性にとってメ

リットが大きくなっています。

国は、女性のスキル向上や就労の支援に地

方自治体が地域の実情に応じて活用できる、

地域女性活躍推進交付金で後押しするとして

いることから、女性の活躍推進に向けたデジ
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タル人材育成を推進すべきと考えます。本市

の御見解をお伺いします。

次に、３点目の横断歩道での一時停止率

アップに向けた取組についてお伺いします。

信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうと

している際の一時停止状況を日本自動車連盟

が毎年調査しており、約７割の車が一時停止

をしていないことが判明しました。２０２１

年の調査では、青森県の停止率は１４.００

％であり、全国ワースト３位となっていま

す。

信号機のない横断歩道直前の一時停止や徐

行は、マナーではなく交通ルールです。前方

に信号機がない横断歩道があるときは、歩行

者がいるかもしれないと意識することが思わ

ぬ事故の発生を予防する第一歩となります。

多くのドライバーが歩行者優先のルールや横

断歩道直前での一時停止あるいは徐行の義務

の認識が曖昧になっていると言われており、

交通ルールとマナーを守って、思いやりのあ

る運転を心がけていきたいものです。

日本自動車連盟は、２０２１年１０月、信

号機のない横断歩道での歩行者横断時におけ

る一時停止率全国調査の都道府県別の結果を

発表しました。各都道府県警察などの関係者

から大変注目されており、不本意にも最下位

となってしまった県は大きく報道されること

から、県民から注目されることになります。

そうした中、２０２０年に一時停止率５.

７％で最下位だった宮城県は、２０２１年に

は５１.４％となり、全国４位へ大躍進しま

した。

具体的にどのような取組を行ったのかを御

紹介いたしますと、まず２０２１年３月から

行っているのが、毎月１０日を「とまる日」

と定め、チラシを配る、ポスターやステッ

カーでマナーアップ、ルールの再認識を徹底

する。

さらには、秋の全国交通安全運動初日から

サイン・サンクス運動を始めております。サ

インは、横断歩道を渡る前に手を挙げてドラ

イバーに合図する。サンクスは、一時停止し

てくれたドライバーにお礼をするという車へ

の渡る合図とありがとうの施策です。その効

果は、何もしない場合、停止した車は１０台

中５台でありましたが、サイン、つまり手を

挙げた場合は、１０台中１０台が止まったそ

うです。

１年間での効果は、目覚ましいものです。

これらの取組などを参考にしつつ、交通事故

防止の観点からも、広報啓発活動を積極的に

取り組むべきと考えます。本市の御見解をお

伺いします。

次に、４点目のコロナ後遺症への対応につ

いてお伺いします。

新型コロナウイルス感染症の回復後に体の

だるさなどの症状が続く後遺症は、コロナの

軽症者でも一定の人が症状を訴え、中には寝

たきりになり仕事を退職せざるを得ないとい

う深刻な事例もあると言います。

厚生労働省研究班の調査により、症状を訴

える割合は、４１歳から６４歳の中年層が多

く、倦怠感などが目立つことが分かりまし

た。診断から３か月後に何らかの症状を訴え

た割合は、中年層は５１.９％で最も多く、

４０歳以下の若年層は４３.６％、６５歳以

上の高齢者は４０.１％と続いています。症

状は倦怠感が最多で、呼吸困難や思考力低

下、筋力低下も目立っています。

コロナ後遺症については、発症の仕組みが

解明されておらず、治療法も確立していない

とのことですが、味覚障害や息切れ、脱毛と

いった身体的症状だけでなく、集中力の低下

や抑鬱などの精神的症状も伴うと言われ、家

庭や仕事への影響にも目配りが必要です。ま

た、コロナ後遺症の患者が職場などで、気の

せいだ、サボっているとされることがあると

言い、このため無理を重ね症状が悪化する

ケースも報告されており、後遺症に関する理

解を広める必要があります。

そこで、本市では、どのように対応されて

いくのか、御見解をお伺いします。

次に、５点目のリトルベビーハンドブック

の作成・配付についてお伺いします。
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リトルベビーハンドブックは、早産などで

小さく生まれた赤ちゃんの親が子供の成長を

母子手帳のように記録できるものです。赤

ちゃんが小さく生まれた場合、母子手帳に記

載された成長曲線や月齢ごとの発達の目安と

成長の過程が違うため、記録ができず、それ

による精神的な負担も大きいとして、こうし

た手帳を求める声が相次いでいました。

成長記録を記録しやすいように工夫されて

いることと併せ、各種支援サービスや団体情

報、また、先輩ママたちからの励ましや体験

談なども載っており、不安を抱える母親たち

に寄り添う内容になっています。

リトルベビーハンドブックの普及に取り組

む国際母子手帳委員会の板東あけみ事務局長

は、小さく生まれた赤ちゃんの育児に悩んだ

りつらい思いをしている親の思いを自治体側

が受け止め、手帳を通して支援しようとして

いることは高く評価できる。誰一人取り残さ

ない切れ目のない支援を実現してほしいと話

しています。

先頃、私もＹｏｕＴｕｂｅで神奈川県に住

む当事者の声をお聞きする機会があり、小さ

く生まれた我が子へ最初にかけた言葉が、大

きく生んであげられなくてごめんねだったと

涙ながらに話す姿を拝見し、胸に込み上げる

ものがありました。

このような悲しい思いを抱えている母親に

寄り添う支援を形にして進めるべきと考えま

す。本市の御見解をお伺いします。

次に、６点目のグリーフケアに関する手引

の活用についてお伺いします。

流産や死産、人工妊娠中絶、病気、事故な

どで子供を亡くした家族へのグリーフケア、

いわゆる悲しみを癒すケアについて、自治体

の担当者が当事者に配慮した対応を取る上で

参考となる手引が完成したとの新聞報道があ

りました。この手引は、厚生労働省の調査研

究事業として民間企業が作成し、４月８日に

都道府県などに通知されたとのことです。

手引では、子供を亡くした家族への配慮や

支援を紹介しており、具体的には、死産届や

死亡届の情報を担当課で共有し、子供が育っ

ていることを前提とした母子保健サービスの

連絡を停止する、子供の死に特化した相談窓

口を設置する、同じ経験をした自助グループ

を早期に紹介するなどを要請する内容になっ

ています。

流産や死産を経験した人が、行政の対応に

よって心を痛めるケースがあると言います。

子供との死別は、近親者との死別の中でも悲

みが深いとされており、遺族の心情に配慮し

たきめ細かい対応が大切です。

そこで、当事者と接する自治体は、寄り

添った対応に努めることが求められているこ

とから、グリーフケアの推進について本市の

御見解をお伺いします。

最後に、７点目のヤングケアラー支援の強

化についてお伺いします。

家族の介護や世話などを日常的に行う１８

歳未満の子供、ヤングケアラーについて、政

府は、昨年４月に中学生と高校生を対象に、

また、今年４月には小学生を対象に、いずれ

もはじめて実施した調査結果を公表しまし

た。

これによると、世話をする家族がいると答

えた割合は、中学生は５.７％で約１７人に

１人、全日制高校２年生は４.１％、約２４

人に１人でした。世話をする家族がいると答

えた生徒のうち、頻度がほぼ毎日と答えたの

は、中学生で４５.１％、全日制高校２年生

は４７.６％に上っています。また、平日１

日に世話に費やす時間は、中２が平均４時

間、高２が平均３.８時間であり、７時間以

上との回答もそれぞれ約１割あったと言われ

ます。世話をする家族の内訳は、兄弟が中２

で６１.８％、高２で４４.３％と最も多く

なっています。

さらに、今年１月には、全国の小学校６年

生を対象に郵送などで調査を実施し、９,７

５９人の回答をまとめ、４月に発表しまし

た。

小学６年生では、世話をする家族がいるの

は６３１人で、約１５人に１人に相当する
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６.５％であり、家族の内訳は、兄弟が最多

で、平日１日に世話に費やす時間は、１時間

から２時間未満が２７.４％と最も多く、７.

１％が７時間以上となっています。

家族の世話をする子供たちの学業や健康へ

の影響が懸念されるところですが、児童の半

数以上が特にきつさは感じていないと回答

し、家族の世話による制約も、６割以上が特

にないと答えていることから、厚生労働省

は、支援を受ける必要性を自覚していない児

童も一定程度いると見ています。

ヤングケアラーの実態調査と前後し、政府

は支援策の強化に乗り出し、２０２０年度か

ら３年間を集中取組期間と定めました。

柱の一つは、ヤングケアラーに関する認知

度の向上です。中高生を対象とした実態調査

では、８割以上がヤングケアラーという言葉

を聞いたことがないと回答しており、国民一

般の認知度も低いと見られており、ヤングケ

アラーを早期に発見して適切な支援につなげ

るため、積極的な広報を行っていくとしてい

ます。

また、自治体に対する支援として、ヤング

ケアラーに関する自治体単位の実態調査や関

係機関の職員研修に対して国が財政支援する

ことに加えて、自治体と関係機関、支援団体

をつなぐヤングケアラーコーディネーターの

配置などへの支援を行うとしています。

家族のために献身する行為自体は尊く、否

定すべきものではありませんが、それが原因

で自分の将来に希望が持てず、苦しむような

ことがあってはなりません。そこで、本市に

おいては、支援をどのように進めていかれる

のか、御見解をお伺いします。

以上で、私の質問を終わります。御答弁を

よろしくお願いいたします。

○副議長（加澤 明君） ただいまの春日洋

子議員の質問に対する当局の答弁を願いま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員御質問の行政問題の第４点目、コロナ後遺

症への対応については私から、そのほかにつ

きましては副市長、教育長並びに担当部長か

らお答えをさせますので、御了承を願いたい

と存じます。

ＷＨＯ・世界保健機関によれば、罹患後症

状、いわゆるコロナ後遺症とは、新型コロナ

ウイルスに感染し、回復後も感染中に見られ

た症状が続いたり、新たな症状が出現するな

ど２か月以上持続し、他の疾患による症状と

して説明がつかないものとされております。

代表的な症状といたしましては、身体的や精

神的なだるさ、疲れやすさ、中には体が鉛の

ように重く感じるといった倦怠感をはじめ、

味覚・嗅覚障害、さらに記憶障害、不眠、頭

痛など様々な事例が報告されており、これら

の症状により日常生活に支障を来す方々は、

家庭や職場において認知されず、悩みや不安

を抱き、苦慮しているものと推察しておりま

す。

こうした中、青森県では、５月３１日に新

型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部

会議を開催し、コロナ後遺症に対する今後講

じるべき県の対処方針について示したところ

であります。その中で、コロナ後遺症に悩ま

されている方々への対応としては、まずはか

かりつけ医療機関やワクチン接種医療機関を

受診し、そこでより専門的な治療が必要と判

断された場合は、後方支援的役割を担う三沢

市立三沢病院を含む県内１５の医療機関で対

応すること、また、受診する医療機関等が分

からない場合は、県コールセンターにおいて

相談対応することなどが示されたところであ

ります。

これを受けまして、当市といたしまして

は、市のホームページにおいて副反応やコロ

ナウイルス感染症関連の一般的な相談に加

え、コロナ後遺症に関連する相談についても

厚生労働省及び県の相談窓口で対応できるこ

との周知を図っております。また、広報みさ

わ７月号においてもコロナ後遺症に係る医療

提供体制、相談窓口等について掲載を予定し

ております。
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今後におきましても、広く周知を図るとと

もに、コロナ後遺症に悩む方々から市への相

談があった際には、県コールセンターへの相

談を促すなど丁寧な対応に努めてまいりたい

と考えております。

私からは、以上であります。

○副議長（加澤 明君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 行政問題の第１

点目、高校３年生までの医療費助成について

お答えいたします。

子供医療費の助成は、子育て支援の一つと

して位置づけ、保護者の経済的負担を軽減す

るとともに子供の健康保持及び育児環境の向

上を目的として実施しております。

これまでの当市における子ども医療費給付

事業は、未就学児までだった医療費給付を平

成２４年４月から中学生までに年齢を拡充

し、その後、平成２９年７月から所得制限を

撤廃し実施しております。

御質問の医療費助成の対象を高校３年生ま

でに拡充することにつきましては、少子化対

策及び子育て支援でありますことから、当市

といたしましても重要課題として認識してお

ります。

今後、関係機関と綿密に協議し、検討して

まいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 行政問題の第２

点目、女性の活躍推進に向けたデジタル人材

の育成推進についてお答えいたします。

女性デジタル人材育成プランは、コロナ禍

の女性の就労に関してデジタル分野における

スキルを向上し、柔軟な働き方ができる環境

の整備と就業獲得や所得向上を目的に、内閣

府の男女共同参画会議が決定したもので、地

域女性活躍推進交付金を含む各省庁で実施す

る事業と連携して進めるものであります。

この地域女性活躍推進交付金は、地方公共

団体が地域の実情に応じた女性の活躍推進に

取り組む関係団体へ交付するもので、制度に

は、女性デジタル人材育成等を推進する活躍

推進型、課題や困難を抱える女性に寄り添い

就労支援をする寄り添い型、困難や不安を抱

える女性に対し社会活動ができるようにサ

ポートをするＮＰＯ法人等を支援するつなが

りサポート型の三つがございます。

当市では、今年度、市内の社会福祉法人と

連携し、つながりサポート型の事業を本交付

金を活用して実施することとしております。

この事業は、女性が抱える様々な困難や不安

に対応した相談支援事業で、このことによ

り、行政だけでは手が届きにくい女性に対す

る支援ができるものと考えております。

御質問のデジタル人材の育成推進につきま

しては、今年度策定しました第３次みさわ

ハーモニープランにも掲げております女性の

キャリアアップや、柔軟な働き方に対応した

環境整備等にも直結する課題であると認識し

ていることから、制度の活用に向け、企業等

への周知・啓発など、官民連携して取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 行政問題の

第３点目、横断歩道での一時停止率アップに

向けた取組についてお答えいたします。

日本自動車連盟が実施している信号機のな

い横断歩道での歩行者横断時における車の一

時停止状況全国調査において、青森県は、２

０１９年が一時停止率４.４％で全国４６

位、２０２０年が１２.９％で３９位、２０

２１年が１４.０％で４５位と低水準にとど

まっております。当市に関する統計データは

ございませんが、このような状況下にあっ

て、当市といたしましても信号機のない横断

歩道における車の一時停止率の向上は、交通

事故防止の観点から非常に重要な課題である

と認識しております。

御質問の横断歩道での一時停止率アップに

向けた取組についてでありますが、まずは三

沢警察署や市内関係団体等との連携・協力の

下、本年７月に実施される夏の交通安全県民

運動において、ドライバーに対し、信号機の
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ない横断歩道での減速義務や停止義務等に関

して重点的に周知・啓発してまいりたいと考

えております。

また、御提案のありました信号機のない横

断歩道では、歩行者が手を挙げてドライバー

に横断の意思表示をするとともに、停止して

くれたドライバーに感謝の気持ちを表す行

動、いわゆるサイン・サンクスにつきまして

は、他自治体の取組動向からも一時停止率の

向上に効果が認められるものと理解しており

ます。

以上のことから、当市といたしましても

様々な機会を捉え、歩行者保護の啓発に努め

るほか、市の防犯パトロール車を活用したサ

イン・サンクスに関する広報活動をはじめ、

マックテレビでの関係動画配信に向け、前向

きに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

いずれにいたしましても、三沢警察署や市

内関係団体等との連携・協力の下、引き続き

交通事故防止に向け鋭意努めてまいりたいと

考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 行政問題の

第５点目、リトルベビーハンドブックの作

成・配付についてお答えいたします。

当市では、妊娠の届出によって母子健康手

帳、通称母子手帳を交付しておりますが、母

子手帳の様式については、母子保健法第１６

条において、厚生労働省令で定められた様式

に基づき作成しているところであります。

母子手帳の内容は、妊娠中の経過や乳幼児

期の健康診査の記録、予防接種の記録、そし

て出生から乳幼児期の身長・体重をグラフに

記録する乳幼児身体発育曲線などとなってお

りますが、当市の母子手帳において乳幼児身

体発育曲線に記載する体重に関するグラフの

記載項目が１,０００グラムからとなってい

るため、１,０００グラム未満で生まれた超

低出生体重児と言われる小さい赤ちゃんにつ

きましては、成長記録の初期段階の体重が記

載できない様式となっております。そのた

め、超低出生体重児の母親は、自分の子供の

体重を記載できないために成長への実感を得

ることができず、これにより心理的な不安を

抱えてしまう可能性がございます。

このようなことから、当市といたしまして

は、今後発注する母子手帳の内容を１,００

０グラムからではなく、ゼログラムからに変

更してまいります。

また、春日議員御質問のリトルベビーハン

ドブックの作成・配付につきましては、不安

を抱えている母親たちが安心して子供の成長

を見届けられる環境づくりに対し、少しでも

寄り添うための手段として必要と考えますこ

とから、今後、先進事例などを参考にし、作

成のため調査・研究をしてまいりたいと考え

ております。

続きまして、行政問題の第６点目、グリー

フケアに関する手引の活用についてお答えい

たします。

グリーフケアとは、家族との死別、特に流

産や死産により深い悲しみを強く抱えている

方々に対し、心を寄せて寄り添い、ありのま

まを受け入れて、その方々が立ち直り、自立

し、そして希望を持つことができるように支

援することであります。このため、家族など

の身近な人の支えとともに、心理・社会的な

支援としてグリーフケアに対する社会的認識

が徐々に高まってきております。

また、令和４年４月８日付で、厚生労働省

より、子供を亡くした家族への関わり方や必

要な情報の周知など、自治体の役割について

掲載されたグリーフケアに関する手引が作成

され、活用を促す通知が都道府県などに出さ

れました。

当市のグリーフケアの相談対応といたしま

しては、本人からの連絡と医療機関からの情

報提供を基に、保健師が家庭訪問等により支

援を行っております。

死産届については、妊娠１２週以降は市町

村への死産届の義務があり、市民課で把握し

ておりますが、妊娠１２週以前の流産につい
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ては、届出の義務がないため情報を得ること

は難しい状況であります。

今後は、グリーフケアの手引を活用して、

死産で大切な小さな命を亡くされた家族に寄

り添った支援をするために、関係課と連携を

図り、母子保健についての情報に配慮するよ

うな体制づくりが必要と考えております。つ

きましては、流産、死産を経験された方への

相談体制を構築するとともに、ホームページ

等での周知も図ってまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 教育長。

○教育長（山内康之君） 行政問題の第７点

目、ヤングケアラー支援の強化についてお答

えいたします。

令和２年度に厚生労働省が行った全国的な

実態調査によりますと、世話をしている家族

がいると答えた中学２年生は全体の５.７

％、約１７に１人の割合となっており、さら

に本年１月に同省実施の全国小学校抽出調査

では、小学６年生の６.５％、約１５人に１

人という割合で、児童が担っているケアは家

事、兄弟の世話など多様であるという結果が

公表されております。

三沢市教育委員会では、令和２年度の実態

調査結果を受けて、市内全ての小中学校にヤ

ングケアラーについての概念を周知するとと

もに、児童生徒の状況をきめ細やかに把握す

べく、定期的なアンケートや個人面談及び保

護者との電話相談や家庭訪問を行う中で、児

童生徒の状態把握に努めつつ心の悩みに対応

してきております。

また、三沢市内の全小中学校には、臨床心

理の資格を持ったスクールカウンセラーを派

遣するとともに、児童生徒の悩みに寄り添う

心の教室相談員及びスクールソーシャルワー

カーを配置するなど、教育相談体制の強化を

図り、ヤングケアラーに該当する児童生徒の

存在が認められる場合には、福祉部局と連携

して迅速に対応ができるよう、支援体制を構

築しております。

昨年度は、児童生徒の学校における出席状

況や提出物の遅れ、生活の様子から面談を行

い、福祉部局につなげた事案がございまし

た。

教育委員会といたしましては、今後とも学

校、家庭、関係機関等との連携を図り、児童

生徒が過度な介護や家事等で将来に関わるか

けがえのない時間を奪われることなく、公平

に学びの機会を保障されるよう、あるべき教

育環境の確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ただいまの御答弁

に対し、再質問をさせていただきます。

はじめに、行政問題の１点目、高校３年生

までの医療費助成について再質問いたしま

す。

御答弁の中でも、医療費助成については重

要課題として受け止め、今後、関係機関と綿

密に検討してまいりたいとの前向きな答弁と

受け止めさせていただきました。

今後、医療費を拡充、これを検討する過程

においては、市にとりましても恒久的な財源

の確保が重要課題になるものと思っておりま

す。現時点で、市内在住の高校生は何名ほど

いらっしゃるでしょうか。また、併せて、仮

に高校３年生まで医療費を助成するとなった

場合、予算はどの程度になる見込みと踏んで

いるでしょうか。これについて再質問させて

いただきます。

○副議長（加澤 明君） 市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） 再質問にお

答えいたします。

高校生の人数は、令和４年３月末現在の住

民基本台帳の人口において、１５歳から１７

歳までで１,０７２人であります。

また、高校生までに拡充した際の給付費に

つきましては、約１,６００万円程度増額に

なると想定されます。また、この給付費のほ

かに、システム改修費など事務費が増額にな

る見込みであります。
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以上であります。

○副議長（加澤 明君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

市としても、もちろん予算ありきではあり

ますけれども、家庭におきましても、我が子

を社会人として育て上げるまでには、膨大な

経済的負担が生じる。これは我が子でありな

がら、非常に大変であるというのは、現実の

ことであります。

ぜひ、こちらの医療費助成、高校３年生ま

でについては、三沢市は子育て支援策にこれ

までも様々に力を入れてまいりましたけれど

も、さらなる支援の拡充を求めるものであり

ます。どうか子育て支援のトップランナーと

なるべく、三沢市、これから大きくかじを

切って、高校３年生までの医療費助成につい

て早期に実現していただけますよう願うもの

であります。よろしくお願いいたします。

次に、２点目の女性の活躍推進に向けたデ

ジタル人材の育成推進について再質問をさせ

ていただきます。

先ほどの御答弁の中でもございました女性

の活躍を推進するには、何としても企業の協

力が不可欠であります。そのための仕組みづ

くりや地域における官民連携の取組が必要と

なってまいります。

そこで、参考に御紹介をいただきますと、

先進的な取組事例といたしまして、長野県塩

尻市でございます。こちらの塩尻市では、市

と市振興公社がテレワークによる就労支援に

取り組んでまいりました。スタートは、２０

１０年であります。事業を開始した初年度

は、年間２００万円程度だった受注額であり

ましたけれども、何と現在、２０２１年度に

は約２億５,０００万円に拡大していると言

うのです。

雇用確保にも約３００人、雇用確保につな

がっていると言われて、９割弱、９割近くの

雇用は女性であるということであります。ま

た、その女性の皆さんは、子育て世代の方々

であるということでありました。この取組

は、内閣府の専門調査会でも優良事例として

評価されているところであります。

本市においても、今後、女性のデジタル育

成推進に当たっては、このような先進的な官

民連携の先進事例を参考にしながら、デジタ

ル人材の育成を推進していくことが望ましい

のではないかなというふうに思っているとこ

ろでありますけれども、市としてのお考えを

お聞かせいただきたいと思います。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

議員の最初の質問の中にもございましたけ

れども、デジタル分野の就労というのは、

サービスや販売などの分野に比べますと時間

に捉われない柔軟な働きがしやすいと言われ

ております。また、デジタル人材の育成は、

育児や介護等といったライフステージに応じ

た女性の就労機会の創出にもつながるものと

思っております。

今後は、例えばデジタルスキル習得のため

のセミナーの開催ですとか、スキル習得のた

めの助成制度による支援など、企業の協力も

いただきながら、官民連携の取組を議員から

御紹介いただきました先進地事例も参考に検

討してまいりたいと思います。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ぜひ、よろしくお

願いいたします。

次に、３点目の横断歩道での一時停止率

アップに向けた取組について再質問させてい

ただきます。

御答弁の中でも、効果を上げるべく前向き

に取り組んでいきたいとの御答弁でありまし

た。大変心強く感じたところであります。

そこで、横断歩道の手前に表示されている

ひし形のマーク、いわゆるダイヤマークと言

うそうです。ダイヤマークでありますけれど

も、前方に横断歩道があるということを意味

するマークです。ある警察署におきまして、
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免許の更新をされた皆さんにこのダイヤマー

クに関してアンケートを行ったところ、７割

の方がその意味を忘れてしまっている、ま

た、既に覚えていないという、そういう結果

が出たと言われております。

こういったこともありますので、再確認、

再認識を促す意味からも、ダイヤマークなど

の周知も大切ではないかと思っているところ

でございます。

そこで、再質問としまして、御答弁の中

で、ドライバーに対し信号機のない横断歩道

での減速義務や停止義務に関して周知・啓発

してまいりたいとのことでございました。具

体的にはどのようなことをお考えなのか、お

聞かせいただきたいと思います。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（田中 誠君） ドライバー

に対する周知・啓発の具体的な内容について

お答えいたします。

当面の考えといたしまして、ただいまお話

のありました横断歩道の存在を予告するダイ

ヤマークの周知をはじめ、信号機のない横断

歩道では、横断または横断しようとする歩行

者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前

で一時停止しなければならないこと、また、

横断歩道付近に歩行者がいる場合は、いつで

も停止できるよう徐行しなければならないと

いったドライバーの義務について周知・啓発

してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、関係機関と連

携・協力の下、サイン・サンクスに関する広

報活動と連動する形を取り、適時適切に取り

組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひ、こちらの一時停止率アップ、三

沢市が全国きってのアップに効果が上がって

いくことを願っているところでございます。

次に、４点目のコロナ後遺症への対応につ

いての再質問はございません。御答弁の中で

も、今後、市のホームページや広報みさわ７

月号で広く周知を図り、さらなる丁寧な対応

に努めていくとのことでございました。本市

においても、当事者に寄り添った対応を進め

られていくことを願っておりました。よろし

くお願いいたします。

次に、５点目のリトルベビーハンドブック

の作成・配付について再質問させていただき

ます。

リトルベビーハンドブックの作成について

は、御答弁の中でも、先進事例などを参考に

し、作成のため調査・研究してまいりたいと

のことでありました。

そこで、参考にお聞きしたいのですけれど

も、１,０００グラム未満で生まれた赤ちゃ

んは、超低出生体重児ということでありま

す。いかにも小さい、我が子を授かったその

喜びとともに、一気に不安も襲いかかってく

るものというふうに思っております。このよ

うな御家庭、親御さんをはじめ御家族は、こ

の世に生を受けた、この小さく生まれた赤

ちゃんの成長、今後の成長を非常に御心配さ

れることと思います。

そこで、このように小さく生まれた場合、

例えば三沢市の中で生まれ合わせた場合、ど

のような体制で対応が行われていくのか。ま

た、やはりどうしても産んだお母さん、母親

への支援というのが非常に大事であるという

ふうに思っておりますので、この場でお分か

りになる範囲でお聞かせいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 春日議員の

再質問についてお答えいたします。

超低出生体重児として生まれた場合、どの

ような三沢市としての体制、どのようになっ

ているのか、そして母親の支援についてでよ

ろしいですね。この２点についての御質問に

お答えいたします。

まず、超低出生体重児として生まれた場

合、これにつきましては、本当に子供の生命
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に関わる事態が発生する可能性が高いもので

ございますので、高度な治療が必要なことが

予想されます。そのために、超低出生体重児

として生まれた場合には、周産期母子医療セ

ンターとして専門的な医療が整備されており

ます青森県立中央病院に搬送されまして、そ

こで長期入院するという体制になってござい

ます。

また、その後の母親の支援といたしまして

は、周産期母子医療センターに入院中に、出

産後ではありますが、子供の成長手帳として

子供の成長記録や写真、そしてメッセージな

どを記入して、病院と母親と情報交換を行い

ながら母親の心の支援などを行っていると聞

いております。

また、退院しますと、病院から市に対しま

して情報提供がありますので、市の保健師や

助産師が家庭訪問を行いまして、さらに医療

機関と連携しながら保護者の心の支援などを

含めた対応をしているところでございます。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。大変参考になりました。

次に、６点目のグリーフケアに関する手引

の活用について再質問させていただきます。

御答弁の中でも、流産や死産を経験された

方への相談体制を構築するということであり

ました。さらには、ホームページ等でも周知

を図っていくとのことでありましたけれど

も、それでは、この機会に、今後はどのよう

な体制づくりをされていくのか、参考にお聞

かせいただきたいと思います。

○副議長（加澤 明君） 答弁願います。

健康福祉部長。

○健康福祉部長（篠田浩一君） 再質問の流

産、死産を経験された方への相談体制とはど

のような体制づくりなのかといった御質問

だったと思います。

流産、死産を経験された方の現在の相談体

制といたしましては、情報があった場合、保

健師や助産師が個別に相談対応していると

いった状況でございます。

今後の相談体制の構築といたしましては、

国から出されましたグリーフケアの手引を参

考にいたしまして、死産や流産によってつら

い思いをされている方々に広く周知するため

に、つらい経験の思いを寄せる場として市の

相談窓口があることや、流産、死産を経験さ

れた方々へのメッセージとして、分かりやす

く市のホームページや広報誌などで周知を

図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（加澤 明君） 春日議員。

○１４番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。悲しみ、つらさを抱えている方たちに

本当に温かいメッセージ、寄り添いがさらに

充実されますよう願っております。

最後に、７点目のヤングケアラー支援の強

化について再質問させていただきます。

今回の質問の趣旨は、ヤングケアラーに対

する認知度がまだまだ低いというこういう状

況の中で、周囲にいる人たちが、いかに子供

たちとの日常生活の中で小さな変化を感じ

取ったり、また、ヤングケアラーではないか

なと気づいてあげる、こういう力、視点を養

うことが大事ではないか、そのような趣旨で

の質問でございました。

そこで、今後、市としまして、ヤングケア

ラーの認知度を高めるために、例えば専門家

を招いての講演会の開催、また、関係者の皆

様が集っての研修を実施するなどのこういう

取組が非常に効果が上がり、また、大切では

ないかなというふうな思いを抱いているとこ

ろでございます。この点について、市として

の今後の取組をお聞かせいただければ、あり

がたく思います。よろしくお願いします。

○副議長（加澤 明君） 教育長。

○教育長（山内康之君） 再質問にお答えい

たします。

社会的認知度を高める取組を行う必要はな

いかというような御質問であったかと思いま

す。

三沢市教育委員会といたしましては、これ
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まで学校を通じ、児童生徒及び保護者に対し

てヤングケアラーの概念を周知してまいりま

した。今後一層、社会的認知度をさらに高め

るために、次のような取組を考えておりま

す。

まず、豊かな心を育てる生徒指導研究推進

協議会の活用であります。三沢市内児童生徒

の豊かな心を育てる生徒指導の施策推進のた

めに、広く地域社会並びに関係諸機関や団体

との連携を図ることを目的としている当協議

会において、ヤングケアラーの周知の機会を

設定してまいりたいというふうに考えており

ます。もちろん、諸講演会あるいは研修、そ

れらも含めて、そこの豊かな心を育てる生徒

指導研究協議会で実施してまいりたいという

ふうに考えております。

また、福祉部局と連携して、多くの市民に

もヤングケアラーの概念が浸透するように、

広報みさわを通して啓蒙したいと考えており

ます。

以上であります。

○副議長（加澤 明君） 以上で、春日洋子

議員の質問を終わります。

─────────────────

○副議長（加澤 明君） 本日の日程は、以

上で終了いたします。

なお、明日も引き続き市政に対する一般質

問を行います。

本日は、これをもって散会します。

午後 ２時４１分 散会


